
公益社団法人全日本病院協会長 殿

医政支発0928第1号
平成2 7年9月2 8日

厚生労働省医政局医療経営支援課長 い

医療法の一部を改正する法律の公布（通知）について

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、 御了知願います。
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医政支発0928第 1号

平成 27年 9月 28日

都道府県知事殿

厚生労働省医政局医療経営支援課長

（公印省略）

医療法の一部を改正する法律の公布について（通知）

「医療法の一部を改正する法律」 （平成27年法律第74号）については、平成27

年4月 3日に第189回通常国会へ提出されていましたが、 9月16日に成立し、本

日公布されたところですので（別添 1）、各都道府県知事におかれては、十分御

了知の上、貴管内の関係者に対して周知するよう配意願います。

また、この法律に関しては、参議院厚生労働委員会において、附帯決議（別添

2）が付されておりますので、御了知下さい。

この法律（別添 3）は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行するものであり（※）、必要な政省

令等については、今後順次制定し、その内容については別途連絡する予定ですの

で、あらかじめ御承知おき願います。

（※） 

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

－地域医療連携推進法人に関する事項、外部監査の義務化・会計基準の義務

化・役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告等に関す

る事項（ただし、当該事項の適用は、施行時会計年度の次の会計年度から

とする。）

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

－医療法人の理事の忠実義務・任務悌怠時の損害賠償責任等に関する事項、

医療法人の分割等に関する事項、社会医療法人の認定等に関する事項
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別添 1

4 

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
と
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

蜜

号一O

一
2
一

2
一
法
移
館
七
十
四
号

第
一
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

外
一
第
一
阜
県
医
療
法
｛
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
｝
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

旦

守

一

「

第

三

節

機

関

（

第

一

歎

機

関

の

設

蛍

第
二
款
社
員
総
会

第
三
歎
評
銭
良
及
び

第
四
款
役
員
の
選
任

第
五
款
理
事
（
第
四

第
六
教
理
事
会
（
第

第
七
款
監
事
｛
第
四

第
八
款
役
員
等
の
損

第
四
節
計
算
｛
第
五
十

「
第
三
節
管
理
露
間
十
六
条
の
ニ

l
第

玄

十

四

患

第

笠

節

社

会

医

療

法

人

第
四
節
社
会
医
療
法
人
償
〔
第
五
十
四
条
の
一
一

l
第
五
十
四
条
の
八
プ
第
六
節
定
款
及
び
欝
術

目
次
中

第
五
節
一
解
散
及
び
合
併
（
第
五
十
五
条
｜
第
六
十
ご
急
第
七
節
解
散
及
び
清
算

第
六
節
監
督
（
第
六
十
一
ユ
条
｜
第
七
十
一
巻
」
第
八
節
合
併
及
び
分
割

第
一
款
合
併

第
一
図
通
郎
（
第

第
二
回
吸
収
合
併

第
三
日
新
設
合
併

第
二
款
分
割

第
｝
【
悶
吸
収
分
割

第
二
目
新
設
分
割

第
三
国
雑
則
〔
第

第
三
款
雑
則
（
一
第
六

第
九
節
監
督
（
第
六
十

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
医
安
倍
晋
三

報官月曜日平成立ア年9月28日

〈
第
四
十
六
条
の
ニ
〉

〔
第
四
十
六
条
の
三
｜
第
四
十
六
条
の
三
の
－

o

部
鶴
岡
員
会
〈
第
四
十
六
条
の
四
｜
第
四
十
六
条
の
聞
の
七
｝

其
ひ
解
任
（
第
限
十
六
条
の
五
｜
第
四
十
六
条
の
五
の
凶
）

十
六
条
の
六
！
第
凶
十
六
条
の
六
の
四
V

四
十
六
条
の
七
・
第
四
十
六
条
の
七
の
ニ
）

十
六
条
の
八
l
第
四
十
六
条
の
八
の
三
V

害
賠
償
資
任
ー
（
第
四
十
七
条
｜
第
四
十
九
条
の
コ
ロ

条
l
第
双
十
四
条
）

償
釜
山
去
十
四
条
の
二
｜
第
五
十
四
条
の
八
）

行
為
の
変
更
｛
第
五
十
悶
条
の
九
）

am笠
十
五
条
｜
第
五
十
六
条
の
十
六
〉

に
改
め
る
。

五
十
七
条
）

｛
第
去
十
八
条
｜
第
五
十
八
条
の
六
）

｛
第
去
十
九
条
！
第
五
十
九
条
の
五
）

〈
第
六
十
条
｜
第
六
十
条
の
七
）

（
第
六
十
一
条
｜
第
六
十
－
条
の
六
）

六
十
一
一
条
a

第
六
十
三
条
の
ニ
）

十
二
条
の
一
三

三

条

！

第

七

十

－

条

｝

」

第
四
十
二
条
の
ニ
第
一
項
第
四
号
中
「
限
る
」
の
下
に
勺
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
‘
「
二
以
上
の
都
道
府

県
に
お
い
て
病
抽
出
又
は
診
療
所
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
の
全
て
の

都
道
府
県
」
を
「
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
口
に
定
め
る
都
道
府
県
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
病
院
又
は
診
療
所
を
開
設
す
る
医
療
法
人
〈
口
に
掲
げ
る
者
を
除
く
J

当
妓
病
抽
師
又
は
診
霊
的
の
所
在
地
の
全
て
の
都
道
府
県

口
一
の
都
道
府
県
に
お
い
て
病
院
を
開
設
し
、
か
っ
、
当
時
闘
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
医
療
計
画
に
お

い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
悶
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
峨
に
隣
接
し
た
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道

府
県
の
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
同
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
す
る
医
療
法
入
で
あ

っ
て
、
当
該
病
院
及
び
当
該
診
療
所
に
お
け
る
医
療
の
提
供
が
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
基
地
干
に
適
合
す
る
も
の
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県

第
四
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
・

第
悶
十
ニ
条
の
三
前
条
第
一
項
の
認
定
明
以
下
と
の
頃
及
び
第
六
十
四
条
の
ニ
第
一
項
に
お
い
て
「
社
会
医
療
法

人
の
紹
崖
と
い
う
J
を
受
け
た
医
療
法
人
の
う
ち
、
前
条
第
二
唄
第
五
号
ハ
に
縄
げ
る
要
件
を
欠
〈
に
歪
っ
た

乙
と
｛
当
該
要
件
を
欠
く
に
譲
っ
た
と
と
が
当
該
医
療
法
人
の
資
め
に
帰
す
る
と
と
が
で
き
な
い
事
由
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
匂
定
め
る
事
・
闘
に
よ
る
場
合
に
限
る
J
に
よ
り
第
一
六
十
周
条
の
ニ
第
二
明
第
一
号
に
該
当
し
、
問
項

の
規
定
に
よ
り
社
会
医
療
法
人
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
（
前
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
ハ
を
除
ぐ
。
）
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
J
は
‘
救
急
医
療
等
機
保
事
業
に
係
る
業
務
の
継
続
的
な
実
施
に
関
す
る
計

図
（
以
下
ζ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
針
爾
」
と
い
う
。
〉
を
作
成
し
、
と
れ
を
都
港
府
県
知
事
に
提
闘
し
て
、
そ
の

実
施
計
闘
が
適
当
で
あ
る
旨
の
総
定
を
受
け
る
と
と
が
で
き
る
。

2

前
現
の
認
定
を
受
け
た
医
療
法
人
は
、
前
条
旗
一
項
及
び
第
一
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
収
益
幾
務
を
行
う
と
と

が
で
を
る
．

3

前
条
第
二
項
の
綴
定
は
、
第
一
項
の
認
定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
・

4
p
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
計
画
の
認
定
及
び
そ
の
取
消
し
に
関
し
必
袈
な
事
項
は
、
政
令
で
定

め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
『
政
令
の
」
を
「
政
令
乏
に
改
め
、
「
合
併
」
の
下
に
勺
分
自
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
第
一
頃
中
「
医
療
法
人
は
、
」
の
下
に
「
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
」
を
」
都
道
府
県
知
事
」

の
下
に
「
（
以
下
と
の
牽
－

sm三
項
及
び
第
六
十
六
条
の
三
を
除
く
J
に
お
れ
て
単
に
円
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
ど

を
加
え
る
・

． 
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（号外第220号）

第
四
十
四
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
’
？
号
ま
で
宏
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
‘
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．

七
週
窓
会
に
関
す
る
規
定

第
四
十
四
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
九
号
」
を
「
第
二
項
第
苫
互
に
改
め
る
。

第
六
章
第
三
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
三
節
機
関

第
六
章
第
三
節
中
第
凶
十
六
条
の
こ
の
前
に
次
の
款
名
を
付
す
る
・

第
一
敵
機
関
の
設
鼠

第
四
十
六
条
の
こ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
穴
糸
の
二
社
初
た
る
医
療
法
人
は
、
社
員
総
会
、
理
事
、
理
事
会
及
び
般
事
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
評
餓
良
、
評
議
員
会
、
理
事
、
理
事
会
及
び
墜
事
を
僚
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
四
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
款
名
を
付
す
る

6

第
二
軟
社
員
総
会

第
四
十
六
条
の
一
一
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
穴
条
の
三
社
員
総
会
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
及
び
定
款
で
定
め
た
一
事
項
に
つ
い
て
決
議
を
す
る

と
と
が
で
き
る
．

2

ζ

の
法
律
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
の
決
議
を
必
要
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
理
事
、
現
事
会
そ
の
他
の
社
員

総
会
以
外
の
機
関
が
決
定
す
る
と
と
が
で
き
る
と
と
を
内
容
と
す
る
定
款
の
定
め
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

第
四
十
六
条
の
＝
一
の
次
に
次
の
五
条
及
び
款
名
を
加
え
る
。

第
悶
十
六
条
の
三
の
二
社
団
た
る
医
療
法
人
は
‘
社
員
名
簿
一
を
備
え
置
き
、
社
員
の
変
更
が
あ
る
ご
と
に
必
要
な

変
更
あ
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

2

社
間
た
る
医
療
法
人
の
理
事
長
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
定
時
社
員
総
会
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

辺
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
臨
時
社
員
総
会
を
招
集
す
る
ζ
と
が
で
き
る
＠

4

迎
事
長
は
、
総
社
員
の
五
分
の
戸
以
上
の
社
員
か
ら
社
員
総
会
の
目
的
マ
あ
る
事
項
を
示
し
て
臨
時
社
員
総
会

の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
曲
問
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
と
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
社
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
と
れ
を
下
回
る
割
合
を
定
め
る
と
と
が

で
き
る
a

5

社
員
総
会
の
招
集
の
迎
知
は
、
そ
の
社
員
総
会
の
日
よ
り
少
な
く
と
も
五
日
前
に
、
そ
の
社
員
総
会
の
目
的
で

あ
る
事
項
を
示
し
‘
定
数
で
定
め
た
方
法
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

6

社
員
総
会
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
織
を
す
る

と
と
が
で
き
る
・
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
乙
の
限
り
で
な
い
・

第
四
十
六
条
の
三
の
三
社
員
は
、
各
二
憾
の
議
決
権
を
有
す
る
。

2

社
員
総
会
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
総
社
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
雌
崩

事
を
醐
聞
き
、
決
議
を
す
る
と
と
が
で
き
な
い
．

3

社
員
総
会
の
議
事
は
、

ζ
の
法
律
又
は
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
出
席
者
の
議
決
壊
の
過
半

数
で
決
し
、
可
日
償
問
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

4

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
社
員
と
し
て
銭
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

5

社
員
整
官
に
出
席
し
な
い
社
員
は
、
審
問
で
‘
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
餓
決
を
す
る
と
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
市
、
な
い
。

6

社
員
総
会
の
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
社
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
と
と
が
で
き
な
い
．
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第
四
十
六
条
の
三
の
四
理
事
及
び
厳
響
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
、
社
員
か
ら
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
・
を
求

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
鋭
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
た
だ
し
、
当
該
事
演
が
社

員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
関
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
溜
由
が
あ
る
場
合
と
し
て
原
生
労
俄

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
六
条
の
一
－
一
の
五
社
員
総
会
の
線
長
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

2

社
員
総
会
の
総
長
は
、
当
該
社
員
総
会
の
秩
序
を
維
持
し
、
議
事
を
整
湿
す
る
。

3

社
員
総
会
の
議
長
は
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
そ
の
他
当
該
社
員
総
会
の
秩
序
を
乱
す
者
を
退
場
さ
せ
る
と

と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
の
三
の
六
一
般
社
団
法
人
及
び
－
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
緯
第
四
十
八
号
）

第
笠
十
七
条
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
社
員
総
会
に
つ
い
て
機
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
問
条
第
〕
項
、

第
三
項
及
ぴ
第
四
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
』
と
あ
る
の
は
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
撤
評
議
員
及
び
都
議
員
会

第
四
十
六
条
の
囚
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
悶
十
六
条
の
四
時
貯
議
員
と
な
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
医
療
従
事
者
の
う
ち
か
ら
、
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
ζ
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者

二
病
院
診
療
所
又
は
介
穣
老
人
保
健
施
設
の
綬
営
に
関
し
て
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
寄
陸
作
為
の

定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者

三
医
療
を
受
け
る
者
の
う
ち
か
ら
、
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者

間
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者

2

次
の
各
勢
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
医
療
法
人
の
評
議
員
と
な
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

｝
法
人

二
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佼
入

三
こ
の
法
律
、
怒
師
法
、
歯
科
医
師
法
そ
の
他
医
事
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰

金
以
上
の
別
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
と
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
ほ
か
、
禁
鍛
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
担
行
を
終
わ
り
、
又
は
勢
作
を
受

け
る
と
と
が
な
く
な
る
ま
e

で
の
者

3

評
議
員
は
、
当
該
財
団
た
る
医
療
法
人
の
役
員
又
は
職
員
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
e

4

財
団
た
る
医
療
法
人
と
評
議
員
と
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
e

第
四
十
六
条
の
四
の
次
に
次
の
六
条
、
四
款
及
び
款
名
を
加
え
る
。

第
周
十
六
条
の
四
の
こ
評
鯨
員
会
は
、
理
事
の
定
数
を
超
え
る
数
の
静
議
員
（
第
四
十
六
条
の
五
第
一
頃
た
だ
し

番
の
認
可
を
受
け
た
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
三
人
以
上
の
評
議
息
を
も
っ
て
、
組
織
す
る
。

2

評
議
員
会
は
、
第
四
十
六
条
の
四
の
五
第
一
項
の
意
見
在
述
べ
る
ほ
か
、
乙
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
及
び
寄

附
行
為
で
定
め
た
事
項
に
限
り
‘
決
議
を
す
る
ζ
と
が
で
き
る
。

3

ζ

の
法
律
の
規
定
に
よ
り
静
鎌
員
会
の
決
議
を
必
要
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
理
事
、
湿
事
会
そ
の
他
の
静
議

員
会
以
外
の
機
闘
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
を
内
容
と
す
る
寄
附
行
為
の
定
め
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な

B
U
－－
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6 

第
四
十
六
糸
の
鴎
の
三
財
団
た
る
医
療
法
人
の
理
事
長
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
定
時
務
議
員
会
を
聞
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
・

2

理
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
臨
時
評
議
員
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

解
餓
員
会
に
、
議
長
を
置
く
。

4

理
事
長
は
、
総
舘
弘
陪
員
の
五
分
の
一
以
上
の
採
繕
良
か
ら
評
轡
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
演
を
示
し
て
評
館
員
会

の
招
集
を
鯖
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
と
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
・
た
だ
し
、
総
得
議
員
の
五
分
の
一
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
寄
附
行
為
で
と
れ
を
下
回
る
割
合
を
定
め
る

ζ
と
が
で
き
る
。

6

静
機
員
会
の
招
集
の
通
知
は
、
そ
の
評
議
員
会
の
臼
よ
り
少
な
く
と
も
五
目
前
に
、
そ
の
評
議
員
会
の
目
的
で

あ
る
事
項
を
－

mし
、
寄
附
行
為
で
定
め
た
方
法
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

6

評
議
員
会
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
決
銭
を
す
る

と
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
寄
附
行
為
に
別
刷
棋
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
畑
山
り
で
な
い
，

第
四
十
六
条
の
闘
の
四
評
議
員
会
は
、
総
野
餓
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
殺
事
を
開
き
、
決
議
を

す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

2

評
議
員
会
の
繕
事
は
、
と
の
法
第
L
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
出
席
者
の
議
決
権
の
、
事
T
数
で
決
し
、

可
否
問
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
乙
ろ
に
よ
る
．

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
長
は
、
評
織
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
と
と
が
で
き
な
い
。

4

柑
昨
織
員
会
の
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
と
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
六
条
の
閥
の
五
組
事
長
は
、
医
療
法
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
議
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
予
算
の
決
定
又
は
変
更

二
借
入
金
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
遺
す
る
一
時
の
借
入
金
を
除
く
J
の
借
入
れ

三
重
要
な
資
産
の
処
分

問
事
業
計
画
の
決
定
又
は
変
更

五
合
併
及
び
分
割

六
第
五
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
解
散

七
そ
の
他
医
療
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
と
し
て
寄
附
行
為
で
定
め
る
も
の

2

品
別
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
喪
す
る
旨
を
寄
附
行
為
で
定
め
る
こ
と
が
で
き

λ
w
。

第
四
十
六
条
の
闘
の
穴
評
鎚
員
会
は
、
医
療
法
人
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
祝
又
は
役
員
の
業
務
執
行
の
状
況

に
つ
い
て
、
役
員
に
対
し
て
意
見
一
を
述
べ
、
殺
し
く
は
そ
の
結
問
に
答
え
、
又
は
役
員
か
ら
報
告
を
徴
す
る
と
と

が
で
き
る
。

2

理
事
長
は
、
修
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
決
算
及
び
事
業
の
笑
殺
を
評
銭
員
会
に
報
告
レ
、
そ
の
管
’
見

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銀
四
十
六
条
の
四
の
七
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
三
条
の
規
定
は
、
医
療
法

人
の
評
議
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
と
の
場
合
に
お
い
て
、
問
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
第
一
一
号
中
「
法

務
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
｛
厚
生
労
働
省
令
」
と
続
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
歎
役
員
の
選
任
及
び
解
任

第
四
一
十
六
乱
用
の
五
医
療
法
人
に
は
、
役
員
と
し
て
、
理
事
三
人
以
上
及
び
監
事
一
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
迎
事
に
つ
い
て
、
都
道
府
泉
知
事
の
認
可
を
受
け
た
岨
窓
口
は
、
一
人
又
は
ご
人
の
道
事
を
置
け

ば
足
り
る
。

（号外第220号）

2

社
関
た
る
医
療
法
人
の
役
員
は
、
社
員
総
会
の
決
織
に
よ
っ
て
選
任
す
る
・

3

財
閥
た
る
医
練
法
人
の
役
員
は
、
評
議
員
会
の
決
織
に
よ
っ
て
選
任
す
る
・

4

医
療
法
人
と
役
員
と
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
．

5

第
悶
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
役
員
に
つ
い
て
幣
帰
す
る
。

6

医
療
法
人
は
、
そ
の
開
設
す
る
会
て
の
病
院
、
診
療
所
又
は
介
時
晴
名
人
保
健
施
設
相
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理

す
る
病
院
等
を
含
む
J
の
管
理
者
を
遜
事
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
療
法
人
が
病
院
、
診
療
所

又
は
介
綾
老
人
保
健
施
設
を
二
以
上
開
設
す
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
管

理
者
n指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
す
る
病
院
世
帯
の
管
務
者
を
除
く
J
の
一
部
を
理
事
に
加
え
な
い
と
と
が
で
き
る
。

7

前
項
本
文
の
組
事
は
、
管
理
者
の
臓
を
退
い
た
と
き
は
、
理
事
の
臓
を
失
う
も
の
と
す
る
a

8

監
宮
市
は
‘
当
該
医
療
法
人
の
理
事
又
は
輔
職
員
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。

9
役
員
の
任
期
は
、
一
一
年
を
超
え
る
と
と
は
で
き
な
い
．
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
四
十
六
条
の
五
の
二
社
団
た
る
医
療
法
人
の
役
員
は
‘
い
つ
で
も
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
と

と
が
で
き
る
・

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
解
任
に
つ
い
て
正
当
な
習
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
社
閲
た
る

医
療
法
人
に
対
し
、
解
任
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
精
求
す
る
と
と
が
で
き
る
。

S

社
団
た
る
医
療
法
人
は
、
出
席
者
の
一
一
一
分
の
ニ
（
と
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
割
合
〉
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
時
用
｝
項
の
社
員
総
会
（
獄
事
を
解
任
す
る
場
合
に
限
る
。
〉
の
決
銭
安
す

る
と
と
が
で
き
な
い
。

4

財
団
た
る
医
療
法
人
の
役
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
評
織
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
そ
の
役

員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
と
き
。

二
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
執
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
ζ
れ
に
柑
唱
え
な
い
と
き
。

5

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
出
席
者
の
ロ
一
分
の
ニ
（
ζ
れ
を
よ
回
る
割
合
を
寄
附
行
為
で
定
め
た
悶
笠
間
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
割
合
）
以
よ
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
前
項
の
評
議
員
会
〔
監
事
を
解
任
す
る
場
合
に
限
る
J
の
決
拙
践
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
六
糸
の
五
の
三
と
の
法
律
又
は
定
款
智
し
く
は
寄
略
行
為
で
定
め
た
役
員
の
員
数
が
欠
け
た
場
合
に
は
、

任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
役
員
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
役
員
｛
次
演
の
一
時
役
員
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
を
含
む
J
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
役
員
と
し
て
の
機
利
義
務
を
有
す
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
医
療
法
人
の
業
務
が
遅
滞
す
る
と
と
に
よ
り
領
容
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
利
一
寄
関
係
入
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
一
時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

3

理
事
又
は
監
事
の
う
ち
、
そ
の
定
数
の
五
分
の
］
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
一
月
以
内
に
檎
充
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
の
五
の
四
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
罰
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
四
条
〔
第

四
項
を
除
く
。
〉
の
規
定
は
、
社
団
た
る
医
療
添
人
及
び
財
団
た
る
医
療
法
人
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て

準
用
す
る
a
ζ

の
場
合
に
お
い
て
、
社
回
た
る
医
療
法
人
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
稽
周
ず
る
同
条
第

三
演
中
「
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
第
－
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
当
核
社
員
総
会
の
日
時
及

び
場
所
」
と
緩
み
替
え
る
も
の
と
し
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
都
用
す
る
防
法

第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
栓
員
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
評
議
員
会
」

と
、
問
項
中
「
及
び
第
一
一
一
十
八
条
第
一
環
第
ゴ
汚
に
掲
げ
る
事
項
」
と
一
あ
る
の
は
「
並
び
に
当
該
評
総
長
会
の
日

時
及
び
場
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（号外第220号）

第
五
数
理
事

第
四
十
六
条
の
六
医
療
法
人
（
次
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
を
除
く
。
）
の
理
事
の
う
ち
一
人
は
、
理
事
長
と
し
、

医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
理
事
の
う
ち
か
ち
選
出
す
る
・
た
だ
し
‘
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
湯
合
は
、

医
師
又
は
歯
科
医
師
で
な
い
理
事
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
と
と
が
で
き
る
．

2

第
四
土
ハ
品
開
の
宏
第
｝
項
た
だ
し
替
の
認
可
を
受
け
て
一
人
の
理
事
を
置
く
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
乙
の
章

（
次
条
第
三
項
を
除
〈
J
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
理
事
務
』
理
事
長
と
み
な
す
。

第
四
十
六
条
の
六
の
ご
理
事
長
は
、
医
療
法
人
を
代
表
し
、
医
療
法
人
の
業
務
に
開
削
す
る
－
切
の
裁
判
上
又
は
裁

判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。

2

前
項
の
縫
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

第
間
十
六
条
の
五
の
三
第
－
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
理
事
長
が
欠
け
た
場
合
に
つ
い
て
機
舟
す
る
。

第
四
十
六
条
の
六
の
門
店
理
事
は
、
医
療
法
人
に
若
し
い
領
容
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
が
あ
る
と
と
を
宛
見

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
事
実
を
監
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
四
十
穴
糸
の
穴
の
四
一
般
社
団
法
人
及
び
｝
般
財
団
法
人
に
闘
す
る
法
律
第
七
十
八
条
、
第
八
十
糸
、
第
八
十

二
条
か
ら
第
八
十
四
条
訟
で
、
第
八
十
八
条
｛
第
二
項
を
除
く
J
及
び
第
八
十
九
条
の
規
定
は
、
社
回
た
る
医
療

法
人
及
び
財
団
た
る
医
療
法
人
の
辺
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
社
員
総
会
い
と
あ
る
の
は
「
理
事
会
」
と
、
同
法
第
八
十
八
条
第
｝
項
中
｛
著

し
い
」
と
あ
る
の
は
「
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
理
事

に
つ
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
一
一
一
条
中
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
寄
附
行
為
」
と
、
「
社
員
総
会
」
と
あ
る
の
は

「
務
総
長
会
」
と
、
同
法
第
八
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
社
員
』
と
あ
る
の
は
「
評
議
員
」
と
、

伺
羽
及
び
同
法
第
八
十
九
条
中
『
定
款
』
と
め
る
の
は
円
寄
附
行
為
」
と
、
同
条
中
「
社
員
総
会
」
と
あ
る
の
は

「
評
議
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
e

第
六
数
理
事
会

第
四
十
穴
条
の
七
種
事
会
は
、
全
て
の
理
事
で
組
織
す
る
。

2

理
事
会
は
、
次
に
掲
げ
る
織
務
を
行
う
。

一
医
療
法
人
の
業
務
動
作
の
決
定

ニ
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

三
理
事
長
の
選
出
及
び
解
職

3

理
事
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
箆
商
店
な
業
務
執
行
の
決
定
を
理
事
に
委
任
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

一
重
要
な
資
産
の
処
分
及
び
穣
受
け

二
多
額
の
借
財

三
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
の
選
一
任
及
び
解
任

四
従
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
重
援
な
組
織
の
設
置
、
変
更
及
び
路
止

J

五
社
団
た
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
第
四
十
七
条
の
一
一
第
一
一
嘆
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
｝

般
財
団
総
人
に
関
す
る
法
徐
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
基
づ
く
第
四
十
七
条
第
一
項

の
責
任
の
免
除

六
財
団
た
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
第
四
十
七
条
の
ニ
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
防
団
法
人
に
関
す
る
法
第
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
寄
附
行
為
の
定
め
に
基
づ
〈
第
四
十
七
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
一
婦
の
質
任
の
免
除

第
四
十
六
条
の
七
の
こ
こ
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
徐
第
九
十
｝
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で

（
第
九
十
一
条
第
二
唄
各
号
及
び
第
九
十
二
条
第
二
鳴
を
除
く
J
の
規
定
は
、
社
団
た
る
医
療
法
人
及
び
財
団
た

る
医
療
法
人
の
漉
事
会
に
つ
い
て
単
用
す
る
。
乙
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
糧
事
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
同
法
第

報宮月曜日平成27年9月28日7 

丸
十
一
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
理
事
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
辺
事
」
と
あ

る
の
は
「
理
事
長
」
と
、
同
法
第
九
十
五
条
第
三
演
及
び
第
四
項
並
ぴ
に
第
九
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
法
務

省
令
」
と
あ
る
の
は
車
生
労
働
省
令
』
と
続
み
替
点
る
も
の
と
し
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
理
事
会
に
つ
い
て

抽
中
期
す
る
同
法
第
九
十
一
条
第
二
慣
明
、
第
九
十
三
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び

第
三
項
並
び
に
第
九
十
六
A
問
中
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
寄
紛
行
為
」
と
、
伺
法
第
九
十
七
条
第
二
項
中
｛
桜
員

は
‘
そ
の
機
利
を
行
使
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
解
剖
闘
員
は
、

財
団
た
る
医
療
法
人
の
業
務
時
期
内
は
、
い
つ
で
も
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
銃
替

え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

2

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
機
用
す
る
－
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
回
総
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
七
条
第
一
一

現
真
ひ
第
三
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
同
訟
第
二
百
八
十
七
条
第
二
明
、
第
二
百
八
十
八
条
、
第
二
百
八
十
九
条

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
J
、
第
二
百
九
十
条
本
文
、
第
二
百
九
十
一
条
〈
第
二
号
に
係
る
部
分
に
狼
る
。
）
、

第
二
百
九
十
二
条
本
文
、
第
二
百
九
十
凶
条
及
び
第
二
百
九
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
敗
鐙
事

第
四
十
六
条
の
八
監
事
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
・

一
医
療
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
と
と
。

一
一
医
療
法
人
の
財
産
の
状
況
を
監
査
す
る
と
と
。

三
医
療
法
人
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
会
計
年
度
、
監
査
報
告
審
を
作
成
し
、
当
該
会
計
年
度

終
了
後
三
月
以
内
に
社
員
総
会
又
は
評
議
員
会
及
び
種
事
会
に
提
出
す
る
と
と
。

悶
第
一
号
文
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
結
果
、
医
療
法
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
不
正
の
行
為
又
は

法
令
若
し
く
は
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
す
る
議
大
な
事
実
が
あ
る
と
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

ζ
れ

を
都
道
府
県
知
事
、
社
員
総
会
若
し
く
は
評
議
員
会
又
は
理
事
会
に
盟
問
す
る
と
と
。

五
社
団
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

役
員
総
会
を
拐
集
す
る
こ
と
・

六
財
団
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
告
す
る
た
め
に
必
商
慣
が
あ
る
と
き

は
、
理
事
長
に
対
し
て
評
議
員
会
の
招
謀
を
請
求
す
る
こ
と
。

七
社
間
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
あ
っ
て
は
、
理
事
が
社
員
総
会
に
提
崩
し
よ
う
と
す
る
議
案
、
議
類
そ
の
他

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
織
案
等
」
と
い
う
・
〉
を
悶
査
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
関
査
の

結
果
を
社
員
総
会
に
報
告
す
る
と
と
。

八
財
回
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
あ
っ
て
は
、
理
事
が
評
議
員
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
総
集
等
を
籾
査
す
る

と
と
，
と
の
場
合
に
お
い
て
、
法
令
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
籾
査
の
結
果
を
評
議
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
条
の
八
の
＝
監
事
は
抽
場
事
会
に
出
席
し
、
必
喪
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

監
事
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
週
事
〈
第
四
十
六
条

の
七
の
ニ
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
邸
法
人
に
関
す
る
法
体
第
九
十
三
条
第
一
項

た
だ
し
寄
に
担
踊
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
招
集
権
者
〕
に
対
し
、
理
事
会
の
招
集
を

椅
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
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3

前
項
の
規
定
に
よ
る
鯖
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
玄
日
以
内
に
、
そ
の
鵠
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
こ
湖
間
以
内
の
臼
を

理
事
会
の
日
と
す
る
寝
事
会
の
招
集
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
請
求
晶
ー
し
た
監
事
は
、
理
事
会
を

招
集
す
る
と
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
の
八
の
三
一
般
社
団
法
人
及
び
立
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三
条
か
ら
第
百
六
条
ま
で
の
規

定
は
、
社
回
た
る
医
療
法
人
及
び
財
団
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
と
の
場
合
に
お
い
て
、
財

団
た
る
医
療
法
人
の
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
三
条
第
一
項
中
「
定
款
｝
と
あ
る
の
は
「
寄
附
行
為
」

と
、
田
町
法
第
百
五
品
目
第
｝
項
及
び
第
二
演
中
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
寄
納
行
為
」
と
、
『
社
員
総
会
」
と
あ
る
の

は
「
際
議
貝
会
』
と
、
同
条
第
一
ニ
項
中
『
社
員
総
会
』
と
あ
る
の
は
「
評
議
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
e

第
八
歎
役
員
等
の
損
害
賠
償
資
任

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

館
四
十
七
乱
用
社
団
た
る
医
療
法
人
の
寝
事
又
は
監
事
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
法
人
に
対
し
、

ζ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
・

2

松
田
た
る
医
療
法
人
の
盟
事
が
第
凶
十
六
条
の
六
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
｝
項
の
規
定
に
違
反
し
て
問
項
鋳
｝
号
の
取
引
を
し
た
と
さ
は
、

当
該
取
引
に
よ
っ
て
理
事
又
は
第
三
者
が
得
た
利
益
の
額
は
、
前
積
の
損
害
の
額
と
推
定
す
る
。

3

第
四
十
ム
ハ
条
の
六
の
囚
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
｝
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
八
十
個
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
取
引
に
よ
っ
て
社
固
た
る
医
療
法
入
に
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
蔵
事
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
も
の
と
撤
出
品
す
る
．

一
第
四
十
六
条
の
六
の
闘
に
お
い
て
読
み
替
え
て
単
用
ず
る
一
般
社
防
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
四
条
第
一
項
の
理
事

二
社
関
た
る
医
療
法
人
が
当
該
取
引
を
す
る
ζ
と
を
決
定
し
た
淫
事

一
ニ
当
該
取
引
に
関
す
る
現
事
会
の
承
認
の
決
議
に
賛
成
し
た
理
事

4

前
三
項
の
規
定
は
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
評
繕
員
又
は
湿
事
若
し
く
は
監
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
こ
｝
般
一
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
二
条
か
ら
第
百
十
六
条
ま
で
の
規

定
は
、
前
条
第
一
一
視
の
社
団
た
る
医
療
語
人
の
理
事
又
は
監
事
の
貸
住
及
び
同
条
第
悶
項
に
お
い
て
幣
周
す
る
同

条
第
｝
項
の
財
団
た
る
医
療
法
人
の
好
議
長
又
は
理
事
若
し
く
は
監
事
の
責
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
と
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
賛
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
中
「
法
務

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
微
省
令
］
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
同
m罰
た
る
窓
療
法
人
の
評
餓
員
又
は
盟
事

若
し
く
は
監
事
の
責
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
二
条
中
「
総
社
員
｝
と
あ
る
の
は
「
総
評
議
員
－
と
、

同
法
第
百
十
三
条
中
「
社
員
総
会
」
と
あ
る
の
は
－
評
議
員
会
」
と
、
同
法
第
百
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条

第
一
項
及
び
第
一
一
項
中
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
蚕
附
行
為
」
と
、
同
項
中
程
員
総
会
」
と
あ
る
の
は
諦
議

員
会
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
定
款
以
と
あ
る
の
は
「
寄
術
行
為
」
と
、
「
社
員
一
と
あ
る
の
は
「
評
議
員
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
総
社
員
｝
と
あ
る
の
は
「
総
評
議
旦
と
、
定
数
」
と
あ
る
の
は
「
寄
鮒
行
為
』
と
、
「
社
員
が
」

と
あ
る
の
は
「
評
議
員
が
」
と
、
同
条
第
忍
項
並
び
に
同
法
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
定
款
」
と
あ

る
の
は
「
等
附
行
為
｝
と
、
同
項
及
び
同
条
第
四
項
市
中
「
社
員
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
評
議
員
会
』
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
控
読
暫
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

2

社
団
た
る
医
療
法
人
は
、
出
席
者
の
三
分
の
二
（
ζ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
割
合
〕
以
上
の
焚
成
が
な
け
れ
ば
‘
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
｛
般
財
図

法
人
に
関
す
る
法
諮
第
百
十
三
条
第
－
項
の
社
員
総
会
の
決
議
を
す
る
と
と
が
で
き
な
い
，
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3

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
出
席
者
の
三
分
の
ニ
〈
乙
れ
を
上
回
る
割
合
を
寄
附
行
為
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
割
問
A
開
）
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
二
視
の
静
議
員
会
の
決
議
を
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
医
療
法
人
の
評
議
員
又
は
滋
事
若
し
く
は
監
事
〔
単
「
乙
の
項
、
次
条
及
び
第
四
十
九
条
の
一
ニ
に
お

い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
J
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
感
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
役

員
等
は
‘
と
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

2

次
の
各
停
に
掲
げ
る
者
が
、
当
核
各
号
に
定
め
る
行
為
を
し
た
と
き
も
、
前
項
ど
問
機
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
者
が
当
該
行
為
を
す
る
乙
と
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
と
の
限
り
で
な
い
。

一
、
理
事
次
に
掲
げ
る
行
為

イ
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
も
の
に
記
載
す
べ
き
重
袈
な
事
項
に
つ
仏
て
の
虚
偽
の

記
載

ロ
虚
偽
の
登
飽

ハ
虚
偽
の
公
告

二
監
事
監
査
報
告
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
記
載

第
四
十
八
条
の
ニ
か
ら
第
四
十
八
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
閥
＋
’
九
条
か
ら
第
凶
十
九
条
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
役
員
等
が
医
療
法
人
又
は
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
貿
任
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
他
の

役
員
等
も
当
該
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
と
き
は
、
乙
れ
ら
の
者
は
、
連
帯
債
務
者
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
閥
法
人
に
関
す
る
法
律
第
六
家
第
二
節
第
二
款
の
規
定
は
、
社
団

た
る
医
療
法
人
に
つ
い
て
単
舟
す
る
・

ζ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
七
十
八
条
第
一
夜
中
「
法
務
翁
令
」

と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
「
設
立
侍
社
員
、
設
立
時
理
事
、
役
員
等
露
首
十
一
条
第
｝
項
に
規
定
す

る
役
員
等
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
軍
事
又
は
監
査
と
．
同
条
第
三

項
中
「
設
立
時
一
社
員
、
設
立
時
理
事
、
役
員
霊

τく
は
清
算
ム
と
あ
る
の
は
冨
事
又
は
監
事
」
と
、
「
法
務

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
』
と
、
同
法
第
二
百
八
十
条
第
二
項
中
「
消
算
人
一
並
び
に
乙
れ
ら
の
者
」

と
あ
る
の
は
「
淑
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
三
一
般
一
社
館
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
六
章
第
二
節
第
三
歎
の
規
定
は
、
医
療

法
人
の
役
員
等
の
解
任
の
訴
え
に
つ
い
て
噂
用
す
る
。

ζ
の
場
合
は
お
い
て
、
同
法
第
二
百
八
十
阻
条
中
門
定
紋
」

と
あ
る
の
は
、
「
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
．

第
四
十
九
条
の
岡
及
び
第
五
十
条
を
削
る
。

第
六
十
六
条
の
三
中
『
業
務
を
監
督
す
る
」
を
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
二
唄
中
「
若
し
く
は
第
五
十
七
条
第
五
項
」
を
「
、
第
去
十
八
条
の
ニ
第
四
項
（
第
五
十
九
条
の

こ
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
椙
窓
口
を
含
む
J
若
し
く
は
第
六
十
条
の
三
第
四
演
（
援
六
十
一
条
の
一
ニ
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中
「
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
〉
」
及
び
寸
第
七
十
八
条
」
を
削
り
‘
「
「
残
余
財
産
を
「
「
残

余
財
産
に
改
め
、
「
帰
属
さ
せ
る
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
本
店
と
あ
る
の
は
『
主

た
る
事
務
所
」
と
」
を
加
え
る
・

第
六
事
中
第
六
節
を
第
九
節
と
す
る
。

第
六
寧
第
五
節
の
節
名
中
ヌ
同
併
」
を
漏
算
｝
に
改
め
る
。

第
五
十
宏
条
第
一
項
第
四
号
中
「
合
併
」
の
下
に
「
公
－
併
に
よ
り
当
核
医
療
法
人
が
消
滅
す
る
場
合
に
限
る
。
次

条
第
一
頃
及
ぴ
第
五
十
六
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
こ
を
加
え
る
。
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第
五
十
六
条
の
十
二
第
三
項
中
「
医
療
法
人
の
業
務
を
監
督
す
る
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
十
六
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
十
七
第
二
項
中
「
第
五
十
六
条
の
十
回
及
び
第
五
十
六
条
の
十
五
」
を
「
前
二
条
」
に
、
『
肉
条
』

一
由
化
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
の
十
六
と
す
る
．

第

近

十

七

条

か

ら

第

六

十

二

条

ま

で

を

削

る

。

’

整
ハ
察
第
五
僚
を
肉
筆
第
七
節
と
し
、
同
筋
の
次
に
次
の
一
節
を
暫
え
る
．

第
八
節
合
併
及
び
分
割

第
一
款
合
併

第
一
関
通
則

第
五
十
七
糸
医
療
法
人
は
、
他
の
医
療
法
人
と
合
併
を
す
る
と
と
が
で
き
る

b

と
の
場
合
に
お
い
て
は
、

A
同
併
を

す
る
医
療
法
人
は
、
合
併
契
約
を
締
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
回
吸
窓
口
併

第
五
十
八
条
医
療
法
人
が
殴
収
合
併
｛
医
療
法
人
が
他
の
医
療
法
人
と
す
る
A
品
で
あ
っ
て
1

A
同
併
に
よ
り
消
滅

す
る
医
療
法
人
の
権
利
義
務
の
金
部
を
A
島
後
存
続
す
る
医
療
法
人
に
承
継
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
目

に
お
い
て
悶
じ
J
を
す
る
場
合
に
は
、
吸
収
合
併
契
約
に
お
い
て
、
吸
盤
首
併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
（
以
下
と

の
呂
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
存
続
医
療
法
入
」
と
い
う
J
及
び
吸
収
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
医
療
法
人
（
以
下
乙

の
自
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
消
滅
医
療
法
人
』
と
い
う
J
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
事
演
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
段
の
二
社
団
た
る
隆
波
法
人
は
、
吸
収
合
併
契
約
に
つ
い
て
当
該
医
療
法
人
の
総
社
員
の
伺
窯
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

防
団
た
る
医
療
法
人
は
J

寄
附
行
為
に
段
収
合
併
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
吸

収
合
併
を
す
る
と
と
が
で
き
る
。

3

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
吸
収
合
併
契
約
に
つ
い
て
理
事
の
三
分
の
ニ
以
上
の
問
愈
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
a

た
だ
し
、
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

ζ
の
限
り
で
な
い
・

4

吸
収
合
併
は
、
都
道
府
県
知
事
〈
吸
収
合
併
一
存
続
医
療
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を

い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
e

ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
．

5

第
五
十
五
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
単
用
ず
る
・

第
五
十
八
条
の
三
医
療
法
人
は
、
前
条
第
四
項
の
認
可
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
可
の
沼
知
の
あ
っ
た
日
か
ら

二
週
間
以
内
に
、
財
産
図
録
及
び
貸
借
対
照
表
一
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

医
療
法
人
は
、
前
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
た
吸
収
A
同
併
に
係
る
合
併
の
登
記
を
d

れ
る
ま
で
の
閥
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
自
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
主
た
る
事
務
所
に
噛
え
置
き
、
そ
の
償
華
咽
か
ら
繍
求
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
の
四
際
療
法
人
は
、
前
条
第
一
項
の
期
間
内
に
、
そ
の
債
権
者
に
対
し
、
異
議
が
あ
れ
ば
一
定
の
期

関
内
に
述
べ
る
べ
き
旨
を
公
告
し
、
か
っ
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
対
し
て
は
、
各
別
に
と
れ
を
催
一
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
e

た
だ
し
、
そ
の
期
間
間
は
、
二
月
を
下
る
ζ
と
が
で
き
な
い
。

2

債
権
者
が
前
項
の
期
間
内
に
段
収
合
併
に
対
し
て
異
識
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
吸
収
合
併
を
承
認
し
た
も

の
と
み
な
す
・

3

債
権
者
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
医
療
法
人
は
、
と
れ
に
弁
済
を
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、

又
は
そ
の
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
と
と
を
泊
的
と
し
て
信
話
会
社
等
（
信
託
会
社
及
び
信
託
業
務
を
営
む

金
融
機
関
〈
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
然
営
等
に
関
す
る
法
律
宿
和
十
八
年
法
律
第
四
十
一
一
一
号
〕
第
一
条
第
一

項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
J
を
い
う
。
以
下
回
附
じ
J
に
相
当
の
財
産
を
信
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

た
だ
し
、
阪
収
合
併
を
し
て
も
そ
の
債
権
者
を
容
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
と
の
限
り
で
な
い
．

報官月曜日平成27年 9月28日9 

第
五
十
八
条
の
五
吸
収
合
併
存
続
医
療
法
人
は
、
吸
収
合
併
消
滅
医
療
法
人
の
穣
利
義
務
（
当
該
医
療
法
人
が
そ

の
行
う
事
業
に
関
し
行
政
庁
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
に
基
づ
い
て
有
す
る
織
利
義
務
を
含
む
J
を
ゑ
継
す
る
。

第
五
十
八
条
の
穴
吸
収
合
併
は
、
吸
収
合
併
移
線
医
療
法
人
が
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
合
併
の
登
記
を
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

第
三
国
新
設
A
M
併

第
五
十
九
条
二
以
上
の
医
療
法
人
が
新
堅
固
併
〈
二
以
上
の
医
療
法
人
が
す
る
合
併
で
あ
っ
て
、
合
併
に
よ
り
消

滅
す
る
医
療
法
人
の
権
利
義
務
の
全
部
を
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
医
療
法
人
に
滋
総
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

ζ
の
目
に
お
い
て
同
じ
J
を
す
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
契
約
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
新
設
合
併
に
よ
り
拙
明
滅
す
る
医
療
法
人
円
以
下
こ
の
固
に
お
い
て
「
観
思
品
消
滅
医
療
法
人
」
と
い
う
J

の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

新

設
A
同
併
に
よ
り
設
立
す
る
医
療
法
人

2
Fこ
の
目
に
お
い
て
－
新
設
合
併
設
立
医
療
法
人
」
と
い
う
J

の
民
的
、
名
称
及
び
主
た
る
事
謹

mの
所
在
地

一
回
一
新
設
A
U
併
設
立
医
療
法
人
の
定
款
又
は
寄
隙
行
為
で
定
め
る
事
項

四
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
五
十
九
条
の
ニ
第
五
十
八
条
の
ニ
か
ら
第
五
十
八
条
の
岡
ま
で
の
規
定
は
、
医
療
法
人
が
新
設
合
併
記
す
る
場

合
に
つ
い
て
鱗
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
八
条
の
こ
第
｝
項
及
び
第
三
項
中
「
吸
収
合
併
契
担

と
あ
る
の
は
「
新
撃
事
契
約
」
と
、
同
条
第
四
演
中
『
吸
収
A
尽
併
存
続
医
療
法
入
』
と
あ
る
の
は
「
新
警
官
併

設
立
医
療
法
人
」
と
読
み
務
え
る
も
の
と
す
る
．

第
五
十
九
条
の
三
新
設
A
口
併
設
立
医
療
法
人
は
、
銃
撃
静
消
滅
医
療
法
人
の
権
利
義
務
〈
当
該
医
療
法
人
が
そ

の
行
う
事
業
に
関
し
行
政
庁
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
利
義
務
を
含
む
J
を
承
継
す
る
。

第
五
十
九
条
の
四
新
設
合
併
は
、
新
設
A
ロ
併
設
立
医
療
法
人
が
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
合
併
の
受
認
を
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

第
五
十
九
条
の
五
第
二
節

am凹
十
四
条
第
一
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
悶
十
六
条
第
二
項
を
除
く
J

の
規
定
は
、
新
設
合
併
設
立
医
療
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
款
分
割

第
一
目
吸
収
分
割

第
六
十
乱
用
医
療
法
人
（
社
会
医
療
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
と
の
款
に
お
い
て

間
口
。
）
は
、
吸
収
分
樹
（
医
療
法
人
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
会
節
又
は
一
部
を
分
制
緩
他
の

医
療
法
人
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
・
以
下
乙
の
目
に
お
い
て
問
じ
J
を
す
る
と
と
が
で
き
る
。
と
の
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
医
療
法
人
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
存
ず
る
綴
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
医
療
法
人
か
ら

承
継
す
る
医
療
法
人
（
以
下
と
の
固
に
お
い
て
『
吸
収
分
割
承
継
医
療
法
入
』
と
い
う
。
〉
と
の
閑
で
、
吸
収
分
割

契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
の
ニ
医
療
法
人
が
吸
収
分
割
を
す
る
場
合
に
は
、
吸
収
分
割
契
約
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
安
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一
吸
収
分
創
を
す
る
医
療
法
人
（
以
下
ζ
の
沼
に
お
い
て
「
吸
収
分
割
一
医
療
法
人
」
と
い
う
J
琉
ひ
吸
収
分
割

ゑ
継
医
療
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
吸
収
分
割
怒
継
医
療
法
人
が
吸
収
分
副
に
よ
り
殴
収
分
割
医
療
法
入
か
ら
京
継
す
る
資
産
、
僚
務
、
雇
用
契

約
そ
の
他
の
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

三
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

全日本病院協会　医療行政情報 
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第
六
十
条
の
三
社
間
た
る
医
療
法
人
は
、
吸
収
分
割
契
約
に
つ
い
て
当
該
医
療
法
人
の
総
社
長
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．

2

財
団
た
る
医
療
法
人
は
、
寄
附
行
為
に
吸
収
分
割
を
す
る
と
と
が
で
き
る
慣
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
吸

収
分
割
を
す
る
ζ
と
が
で
き
る
・

3

財
悶
た
る
医
療
法
人
は
、
段
収
分
割
契
約
に
つ
い
て
理
事
の
三
分
の
ニ
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

ζ
の
限
り
で
な
い
・

4

吸
収
分
割
は
、
都
道
府
県
知
事
。
吸
収
分
割
医
療
法
人
及
び
吸
収
分
割
承
継
医
療
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
が
ニ
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
調
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
吸
収
分
割
医
療
法
人
及
び
吸
収
分

割
ゑ
継
医
療
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
全
て
の
都
道
府
県
知
事
〉
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効

カ
を
生
じ
な
い
。

5

第
五
十
五
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
描
半
周
す
る
固

第
六
十
条
の
問
医
療
法
人
は
、
前
条
第
四
項
の
紹
可
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
可
の
逝
知
の
あ
っ
た
日
か
ら
ニ

週
閑
以
内
に
、
財
産
自
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

医
療
総
人
は
、
前
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
た
冊
以
収
分
割
に
係
る
分
割
問
の
猿
認
が
さ
れ
る
ま
で
の
閥
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
自
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
国
際
き
、
そ
の
債
権
者
か
ら
諮
求
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
ζ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

望
ハ
十
品
開
の
五
医
療
法
人
は
、
前
条
第
一
情
恨
の
期
間
内
に
、
そ
の
債
権
者
に
対
し
、
奥
様
が
あ
れ
ば
一
定
の
期
間

内
に
述
べ
る
べ
き
旨
を
公
告
し
、
か
っ
、
判
明
し
て
い
る
債
権
者
に
対
し
て
は
、
各
別
に
と
れ
を
加
盟
口
し
な
け
れ

ば
な
か
り
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2
債
権
者
が
前
項
の
期
間
内
に
吸
収
分
割
に
対
し
て
異
議
凌
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
吸
収
分
樹
を
承
認
し
た
も

の
と
み
な
す
。

3

僚
様
者
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
医
療
法
人
は
、

ζ
れ
に
弁
済
を
し
、
殺
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、

又
は
そ
の
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
ζ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
箆
を
償
訴
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
吸
収
分
割
を
し
て
も
そ
の
債
権
者
を
容
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
乙
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
条
の
穴
吸
収
分
割
魚
継
医
療
法
人
は
、
吸
収
分
割
契
約
の
定
め
に
従
い
、
吸
収
分
割
医
療
法
人
の
権
利
義

務
（
当
核
医
療
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
隠
し
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の
処

分
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
利
義
務
を
含
む
。
）
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
吸
収
分
割
医
療
法
人
の
債
権
者
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
の
各
別
の
催
告
を
受

け
な
か
っ
た
も
の
は
、
吸
収
分
割
契
約
に
お
い
て
吸
収
分
割
後
に
吸
収
分
割
医
療
法
人
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を

錆
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
き
守
あ
っ
て
も
、
吸
収
分
割
医
療
法
人
に
対
し
て
、
吸
収
分

割
医
療
法
人
が
次
条
の
分
割
の
笠
記
の
あ
っ
た
日
に
有
し
て
い
た
財
布
陣
の
価
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
俊
務
の
履

行
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
る
．

3

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
吸
収
分
割
医
療
法
人
の
債
権
者
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
の
各
別
の
催
告
を

受
け
な
か
っ
た
も
の
は
、
吸
収
分
割
契
約
に
お
い
て
吸
収
分
割
後
に
吸
収
分
割
承
継
医
療
法
人
に
対
し
て
債
務
の

履
行
を
請
求
す
る
ζ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
段
収
分
割
承
継
医
療
法
人
に
対
し

て
、
そ
の
承
梓
レ
た
財
産
の
価
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
債
務
の
履
行
会
請
求
す
る
と
と
が
で
き
る
・

堅
ハ
十
条
の
七
吸
収
分
割
は
、
吸
収
分
割
承
継
医
療
法
人
が
、
そ
の
主
た
る
事
聾
併
の
所
在
地
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
分
割
の
登
記
を
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
回
新
設
分
割

鰯
六
十
一
条
｝
又
は
ニ
以
上
の
医
療
法
人
は
、
新
設
分
割
こ
又
は
二
以
上
の
医
療
法
人
が
そ
の
事
業
に
関
し
て

有
す
る
線
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
医
療
法
人
に
承
継
さ
せ
る
と
と
を
い
う
・
以
下
ζ

の
自
に
お
い
て
同
じ
J
を
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
乙
の
場
合
に
お
い
て
は
、
新
設
分
割
計
簡
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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2

二
以
上
の
医
療
法
人
が
共
同
し
て
新
設
分
割
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
医
療
法
人
は
、
共
同
し
て
新

設
分
割
計
闘
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
穴
十
工
関
の
二
一
又
は
二
以
上
の
医
療
法
ム
が
新
設
分
割
を
す
る
場
合
に
は
、
新
設
分
割
計
調
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

｝
新
設
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
医
療
法
人
円
盤
上
」
の
闘
に
お
い
て
「
新
設
分
割
設
立
医
療
法
人
」
と
い
う
J

の
図
的
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
新
設
分
創
設
立
医
療
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
定
め
る
事
項

三
新
設
分
創
設
立
医
療
法
人
が
新
設
分
割
問
に
よ
り
新
段
分
割
を
す
る
医
療
法
人
（
以
下
と
の
闘
に
お
い
て
「
新

設
分
割
医
療
法
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
忽
継
す
る
資
彦
、
債
務
、
活
用
契
約
そ
の
他
の
線
利
融
制
務
に
関
す
る
事
項

四
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
六
十
－
条
の
一
一
一
第
六
十
条
の
一
－
一
か
ら
第
六
十
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
医
療
法
人
が
新
設
分
出
聞
を
す
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
条
の
一
二
第
一
項
及
び
第
一
－
一
演
中
『
吸
収
分
割
契
約
」
と
あ
る

の
は
「
新
設
分
割
計
画
｝
と
、
同
条
第
四
項
中
「
吸
収
分
観
医
療
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
分
樹
医
療
法
人
」

と
、
「
吸
収
分
割
象
継
医
療
法
人
』
と
あ
る
の
は
薪
設
分
割
一
設
立
医
療
法
人
｝
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
穴
十
一
条
の
岡
新
設
分
創
設
立
医
療
法
人
は
、
新
設
分
割
計
画
の
定
め
に
従
い
、
新
設
分
剣
医
療
法
人
の
権
利

義
務
（
当
該
医
療
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
掬
し
乙
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の

処
分
に
基
づ
い
て
有
す
る
様
利
緩
務
を
含
む
J
を
ゑ
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
設
分
割
医
療
法
人
の
債
権
者
で
あ
っ
て
、
前
条
に
お
い
て
鱗
用
す
る
第
六
十

条
の
五
第
一
項
の
各
別
の
催
告
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
は
、
新
設
分
割
計
画
に
お
い
て
新
設
分
割
後
に
新
設
分
割一

医
療
法
人
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
新
設

分
割
医
療
法
人
に
対
し
て
、
新
設
分
割
医
療
法
人
が
次
条
の
分
割
の
登
記
の
あ
っ
た
日
に
有
し
て
い
た
財
産
の
価

額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
債
務
の
履
日
付
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
設
分
割
医
療
法
人
の
僚
機
者
で
あ
っ
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

十
条
の
五
第
一
項
の
各
別
の
催
告
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
は
、
新
設
分
割
針
蘭
に
お
い
て
一
新
設
分
割
後
に
新
設
分

割
設
立
医
療
法
人
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
ぎ
で
あ
っ
て

も
、
新
設
分
銅
設
立
医
療
法
人
に
対
し
て
、
そ
の
承
継
し
た
財
産
の
価
額
を
限
度
と
し
て
、
当
核
債
務
の
壇
行
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

第
六
十
一
条
の
五
新
設
分
割
は
、
新
設
分
創
設
立
医
療
法
人
が
、
そ
の
主
た
る
事
聾
附
の
所
在
地
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
と
ζ
ろ
に
よ
り
分
制
の
受
認
を
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
待
守
J

る。

第
穴
十
一
条
の
六
第
二
節
（
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
六
条
第
三
項
を
除
く
J

の
規
定
は
、
新
設
分
割
一
設
立
医
療
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
国
雑
郎

第
穴
十
二
条
会
社
分
割
に
伴
、
つ
労
働
契
約
の
ゑ
継
等
に
関
す
る
法
律
〈
平
成
十
二
年
法
律
謹
白
一
ニ
号
）
第
二
条
か

ら
第
八
条
ま
で
信
用
二
条
第
三
項
各
号
及
び
第
四
条
第
一
二
項
各
号
を
除
く
・
〉
及
び
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
傘
・
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
‘
と
の
款
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
が
分
割

安
す
る
場
合
に
つ
い
て
滋
－

mす
る
，
と
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
法
一
総
得
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
承
一
撃
同
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
承
継
医
療
法
人
笠
と
、
問
項
中
「
分
型
耳

社
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
医
療
法
人
］
と
、
同
条
襲
ニ
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
」
と
あ
る
の
は
吋
医
療
法
｛
昭
和
二
十
三
年
法
偉
第
二
百
五
号
）
第
六
十
条
の
三
第
四
項
の
認
可
の
遇
制
州
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又
は
同
法
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
単
用
す
る
同
法
第
六
十
条
の
三
第
四
項
の
認
可
の
通
知
の

あ
っ
た
白
か
ら
起
算
し
て
、
ニ
湿
聞
を
経
過
す
る
』
と
、
河
法
第
一
回
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
（
第
四
条
第
三
項
を
除

く
。
）
の
規
定
中
「
分
盟
百
社
』
と
あ
る
の
は
「
分
副
医
療
法
人
」
と
、
「
承
継
会
社
笠
と
あ
る
の
は
「
窓
継
医
療

法
人
等
」
と
‘
開
法
第
四
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
医

療
法
整
川
十
条
の
三
第
四
墳
の
認
可
を
受
け
た
吸
収
分
割
又
は
開
法
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
懲

帰
す
る
同
法
第
六
十
条
の
三
第
四
項
の
認
可
を
受
け
た
新
綾
分
割
に
係
る
分
榔
の
登
記
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で

の
日
で
分
割
医
療
法
人
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

節
六
十
二
条
の
ニ
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
待
第
八
十
九
号
）
第
三
百
九
十
八
条
の
九
第
三
演
か
ら
第
五
項
ま
明
、

並
び
に
第
三
百
九
十
八
条
の
十
第
一
環
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
款
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
が
分
割
を
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
a

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
閃
法
第
三
百
九
十
八
条
の
九
第
三
項
中
「
前
ニ
項
』
と
あ

る
の
は
「
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
三
百
宜
号
）
第
六
十
二
条
の
ニ
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一
項
又

は
第
二
項
」
と
、
「
前
項
］
と
あ
る
の
は
「
問
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
，

第
三
歎
雑
則

第
六
十
二
条
の
三
と
の
節
に
特
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
法
人
の
合
併
及
び
分
割
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

第
六
章
第
四
節
を
悶
章
第
五
節
と
し
、
詞
祇
仰
の
次
に
次
の
ニ
聞
を
加
え
る
・

第
六
節
定
款
及
び
車
同
町
行
為
の
変
更

第
五
十
四
条
の
九
社
団
た
る
医
療
法
人
が
定
款
を
変
更
す
る
に
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

？
υ
V
 

2

財
団
た
る
医
療
法
人
が
寄
関
付
為
を
変
更
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
織
員
会
の
意
見
そ
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
＠

S

定
数
又
は
寄
附
行
為
市
り
変
更
車
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
J
は
、
都
道
府
県
知
事
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
カ
を
生
じ
な
い
。

4

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
悶
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項
及
び
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
交
の
手
続
が
法
令
又
は
定
款
精
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
し
て
い
な
い
か

ど
う
か
を
審
査
し
た
上
で
、
そ
の
認
可
由
化
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

5

医
療
法
人
は
、
第
一
－
一
一
嘆
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
骨
薮
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
変
更
し
た
定
款
又
は
寄
附
行
為
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
定
数
又
は
寄
耐
行
為
の
変
更
に
よ
り
．
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す

る
規
定
を
設
け
、
又
は
変
東
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
a

第
五
十
条
の
こ
を
第
去
十
条
と
し
、
向
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
．

第
四
節
計
算

第
笠
十
一
条
の
ニ
第
ご
損
第
二
号
中
「
第
四
十
六
条
の
四
第
七
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
六
条
の
八
．
第
三
号
」
に

改
め
る
a

第
七
十
六
条
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
測
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と

し
、
伺
辱
の
次
に
次
の
ニ
号
を
加
え
る
。

九
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
〈
第
五
十
九
条
の
こ
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
Xは
第
六
十
条
の
悶
第

二
項
（
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
v
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
け
を
怠
り
、
そ
の

審
類
に
記
齢
制
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
と
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
を

拒
ん
だ
と
き
。
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十
第
五
十
八
条
の
限
第
一
童
相
し
く
は
第
三
項
〔
と
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
九
条
の
こ
に
お
い
て
格
帰
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
条
の
五
第
日
現
者
レ
く
は
第
一
ニ
項
（
乙
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
一
条
の
去
に
お
い
て

噂
用
す
る
場
合
を
含
む
J
の
規
定
に
違
反
し
て
、
吸
収
合
併
、
新
設
合
併
．
吸
収
分
割
又
は
新
設
分
割
を
し
た

と
き
。

第
七
十
六
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
門
第
五
十
一

条
第
三
項
又
は
第
五
十
二
条
第
二
塁
を
『
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
開
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
一

宏

同

条

第

五

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

一

一
一
一
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
繕
用
ず
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
五
十
七
一

A
m
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
士
ハ
条
の
四
の
七
に
お
い
て
単
用
す
る
同
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
か
ら
一

第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
七
の
ご
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
－
帽
明
か
ら
第
一

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
識
事
録
の
備
付
け
を
怠
り
、
こ
れ
に
記
載
し
、
務
し
く
は
開
銀
す
べ
き
事
項
を
記
税
一

せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
、
殺
し
く
は
虚
偽
の
館
撃
亡
く
は
記
録
を
し
、
又
は
と
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
閲
一

撃

ち

〈

は

謄

写

を

拒

ん

だ

と

き

．

一

四
第
五
十
一
条
の
ニ
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
け
を
怠
り
、
そ
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
翻
載
せ
ず
、
一

若
し
く
は
虚
偽
の
記
戦
を
し
、
又
は
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
を
拒
ん
だ
と
き
。
一

第

二

条

医

療

法

の

一

郁

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

．

一

回
次

E第
七
十
－
き
を
室
ハ
十
九
き
に
、
婦
問
輯
鰯
轡
立
総
仁
川
智
芋
併
の
六
）
」
一

円

第

七

草

地

域

医

療

連

携

推

進

法

人

一

第

一

節

認

定

（

第

七

十

条

｜

第

七

十

条

の

六

〉

一

第

二

節

業

務

等

〈

第

七

十

余

の

七

｜

第

七

十

条

の

十

六

）

一

を
第
三
節
磁
督
円
第
七
＋
条
の
十
七

i
第
七
十
条
の
ニ
士
一
む
に
改
め
る
a

一

第

四

節

雑

則

（

第

七

十

一

き

一

第
八
章
雑
則
第
七
十
二
条

l
第

七

十

六

義

一

第
九
爺
罰
則
窮
七
十
七
条
！
第
九
十
四
8
0

」

一

第

六

条

の

笠

第

一

項

第

五

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

一

五
の
－
一
地
域
医
療
遥
携
推
進
法
人

8
m七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
を
い
う
・
一

第
三
十
条
の
四
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
J
の
参
加
病
院
等
〔
第
七
十
条
の
一
一
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
参
加
一

病

院

等

を

い

う

。

）

で

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

旨

一

第
三
十
条
の
四
一
第
八
項
，
及
び
第
九
項
中
帯
十
五
項
」
を
「
第
十
六
直
に
改
め
る
a

一

第
三
十
条
の
回
中
第
↑
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
項
か
ら
第
十
問
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
項
一

の

次

に

次

の

一

一

視

を

加

え

る

。

白

目

一

ω
都
道
府
県
は
、
第
工
ハ
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
医
療
計
画
が
公
示
さ
れ
た
後
に
、
地
域
医
療
連
携
一

推
進
法
人
の
参
加
法
人
嘉
七
十
条
第
二
唄
に
規
定
す
る
参
加
法
人
を
い
う
J
か
ら
病
院
の
開
設
の
許
可
の
申
橋
一

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
申
舗
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
当
該
医
療
計
闘
に
お
い
て
定
め
る
地
域
一

医
療
構
想
の
達
成
を
捻
進
す
る
た
め
に
必
婆
な
も
の
で
あ
る
と
と
そ
の
他
の
厚
ぬ
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
一

当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
当
時
間
医
療
計
四
削
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
二
項
第
十
回
号
に
規
定
一

す
る
基
準
病
床
数
に
政
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
、
当
該
基
準
病
床
数
と
み
一

な
し
て
、
当
該
申
識
に
対
す
る
許
可
に
係
る
事
務
を
行
う
と
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
の
四
の
六
第
三
項
を
削
る
。

全日本病院協会　医療行政情報 
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第
五
十
条
中
門
会
計
は
」
の
下
に
寸
乙
の
法
律
及
び
と
の
法
律
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
」

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

第
五
十
条
の
二
医
療
法
人
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
乙
ろ
に
よ
り
、
適
時
に
、
正
確
な
会
計
摂
簿
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

医
療
法
人
は
、
会
計
糠
簿
の
閉
鎖
の
時
か
ら
十
年
間
、
そ
の
会
計
帳
簿
及
び
そ
の
事
業
に
関
す
る
重
要
な
資
料

を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

e

第
五
十
｝
血
熱
第
｝
項
申
・
「
領
益
計
算
官
官
」
の
下
に
寸
関
係
事
業
者
（
理
事
長
の
配
偶
者
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る

と
と
そ
の
他
の
当
該
医
療
法
人
又
は
そ
の
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
を
い
う
J
と
の

取
引
の
状
況
に
関
す
る
報
告
議
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
社
会
医
療
法
人
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に

限
る
J
の
砲
事
長
一
を
「
第
二
項
の
医
療
法
人
」
に
、
「
損
滋
計
算
脊
を
」
を
「
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
に
、
「
に
提
出
し
」
を
「
の
監
査
を
受
け
」
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
一
辺
事
は
、
事
業
報
告
書
等
を
監
事
に
提
出
し
』
を
「
医
療
法
人
は
、
事
幾
報
告
書
等
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
ご
ろ
に
よ
り
、
獄
事
の
監
査
を
受
け
－
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
墳
と
し
、
向
条
第

一
演
の
次
に
次
の
ニ
項
を
加
え
る
。

2

医
療
法
人
（
そ
の
事
業
総
動
の
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
義
単
に
該
当
す
る

者
に
限
る
J
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

医
療
法
人
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
奮
を
作
成
し
た
時
か
ら
十
年
間
！
当
該
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計

算
官
官
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
五
十
｝
条
に
次
の
｝
項
を
加
え
る
。

6

医
療
法
人
は
、
前
一
一
項
の
盤
事
又
は
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
た
事
業
報
告
書
等
に
つ

い
て
、
組
事
会
の
ゑ
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
－
条
の
ニ
第
一
項
中
「
社
会
医
療
法
人
』
を
「
次
項
に
規
定
す
る
置
に
、
「
一
各
事
務
置
を
「
そ
の
主
た

る
事
一
務
盟
に
改
め
、
「
除
い
て
」
の
下
に
寸
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
二
演

中
「
社
会
医
療
法
人
は
」
を
「
社
会
医
療
法
人
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
医
療
法
人
（
社
会
医
療
法
人
を
除
く
J

は
」
に
、
「
審
額
を
各
」
を
「
番
類
〈
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
一
条
第
二
項
の
医
療
法
人
に
限

る
J
を
そ
の
主
た
る
」
に
改
め
J
凶
附
い
て
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
』
を
加
え
、
問

項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
回
一
項
の
社
会
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
』
を
測
り
、
同
条
に
次
の
ニ
項
を
加
え
る
。

3

医
療
法
人
は
、
第
五
十
－
条
の
ご
第
一
項
の
社
員
総
会
の
日
｛
財
団
た
る
医
療
法
大
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
単
用
す
る
同
条
第
｝
項
の
評
議
員
会
の
臼
〉
の
一
週
間
前
の
聞
か
ら
五
年
間
1

事
業
報

告
欝
等
、
監
事
の
監
査
報
告
書
及
び
公
認
会
計
士
等
の
監
査
報
告
書
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

4

前
三
項
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
従
た
る
事
務
所
に
お
け
る
書
類
の
備
置
き
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
寝
中
「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
の
写
し
」
と
、
第
二
項
中
「
限
る
。
ど
と
あ
る

の
は
「
限
る
J
の
写
し
」
と
、
前
項
中
百
年
間
」
と
あ
る
の
は
ヲ
一
年
目
と
、
「
事
業
報
告
書
等
」
と
あ
る
の

は
「
事
業
報
告
番
等
の
写
し
」
と
、
「
監
査
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
監
査
報
告
書
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
一
一
を
第
五
十
一
条
の
四
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
五
十
一
糸
の
二
社
固
た
る
医
療
法
人
の
盟
事
は
、
前
条
第
六
項
の
ゑ
訟
を
受
け
た
事
業
報
告
書
陸
曹
を
社
員
総
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

理
事
は
、
前
項
の
社
員
総
会
の
招
集
の
通
知
に
際
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
乙
ろ
に
よ
り
、
栓
員
に

対
し
、
品
問
条
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
事
業
報
告
書
等
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
筆
飛
報
告
書
等
〈
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
限
る
。
）
は
、
社
員
総

会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（号外第220号）報官月曜日平成27年9月28日

4

理
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
事
業
報
告
審
等
（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
替
を
除
く
。
）
の

内
容
を
役
員
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

前
各
項
の
規
定
は
、
財
団
た
る
医
療
法
人
に
つ
い
て
総
・
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
中
「
社
員
総

会
」
と
あ
る
の
は
「
評
餓
員
会
』
と
、
第
二
項
中
「
社
員
」
と
あ
る
の
は
評
議
基
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る。
第
五
十
一
条
の
三
医
療
法
人
（
そ
の
事
業
活
動
の
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
器

殺
に
該
当
す
る
者
に
限
る
J
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
三
現
（
問
問
条
第
五
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
照
す
る
場
合
を
含
き
の
承
認
を
受
け
た
事
業
翠
悶
魯
等
（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
審

に
限
る
。
）
を
公
出
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
士
嘉
第
一
環
第
三
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
－
漬
の
社
会
医
療
法
人
」
を
「
第
五
十
｝
条
第
二
項
の
医
療
法

人
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
及
び
第
七
十
す
燥
を
削
る
。

第
八
十
七
条
を
第
百
四
条
と
し
、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
六
条
ま
で
を
十
七
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
四
十
条
」
の
下
に
「
又
は
第
七
十
条
の
五
第
四
項
若
し
く
は
第
五
謹
を
加
え
、
第
八
躍
中

同
条
を
事
九
十
四
条
と
す
る
。

第
七
十
六
条
中
『
又
は
清
算
人
」
を
「
務
し
く
は
清
算
人
又
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
溜
事
、
監
等
若
し
く

は
消
算
人
」
に
改
め
、
同
条
第
士
一
号
中
「
第
六
十
四
条
第
二
週
の
下
に
「
（
第
七
十
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
こ
を
加
え
、
問
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
‘
同
条
第
十
一
号
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に

「
（
第
七
十
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
ζ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
と
を
加
え
、
向
号
を
同

条
第
士
一
号
と
し
、
関
条
第
十
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
一
条
務
九
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第

五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ど
を

加
え
、
悶
号
を
河
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
の
下
に
「
（
と
れ
ら
の
規
定
を
第

七
十
条
の
十
査
に
お
い
て
描
買
す
る
場
合
を
含
む
・
）
」
告
加
え
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
聾
ハ
号
中
藷

五
十
四
条
」
の
下
に
「
（
第
七
十
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
一
を
含
む
。
〉
」
を
相
ぇ
‘
向
号
を
同
条
第
七
号
と

し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
」
を
［
第
蕊
十
二
条
第
一
項
（
第
七
十

条
の
十
四
に
お
い
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
除
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
（
第
七
十
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ど
に
改
め
、
同
号
を
同
一
条
第
六
号
と
し
、
問
問
条
第
四
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
」
を
「
第

五
十
一
条
の
四
第
一
項
｛
同
一
条
第
凶
項
に
お
い
て
単
塁
。
，
る
場
合
を
含
む
・
以
下
と
の
号
に
お
い
て
同
じ
J
、
第
二

項
〈
同
条
第
四
項
（
第
七
十
条
の
十
四
に
お
い
て
餓
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
＠
以
下
ζ
の
号
に
お
い
て
伺

じ
。
〕
及
び
第
七
十
条
の
十
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
ζ
の
号
に
お
い
て
同
じ
J
若
し

く
は
第
一
二
項
（
第
五
十
一
条
の
悶
第
岡
項
及
び
第
七
十
条
の
十
四
に
お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
」

に
、
「
同
患
を
「
第
五
十
一
条
の
四
第
｝
項
殺
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
辱
を
同
条
第
鼠
号
と
し
‘
同
条
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
第
五
十
－
条
の
三
円
弱
七
十
品
開
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
の
規
定
に
よ
る
公
告
告
怠
り
、

又
は
虚
偽
の
公
告
を
し
た
と
き
・

第
七
十
六
条
を
第
九
十
三
条
と
し
、
第
七
十
五
条
の
三
を
第
九
十
二
条
と
し
、
第
七
十
五
条
の
ニ
を
第
九
十
一
条

と
す
る
。

第
七
十
五
条
中
「
第
七
十
三
金
を
露
八
十
七
金
に
改
め
、
同
条
を
第
九
！
？
条
と
す
る
。

第
七
十
四
条
を
第
八
十
九
条
と
し
、
第
七
十
三
条
の
こ
を
第
八
十
八
条
と
し
、
第
七
十
三
条
を
第
八
十
七
条
と
し
、

第

七

十

二

条

を

第

八

十

六

条

＆

す

る

・

，

第
七
十
－
条
の
十
五
中
門
第
七
十
一
条
の
八
、
第
七
十
一
条
の
十
文
は
第
七
十
］
条
の
十
…
第
－
項
」
を
「
第
七

十
八
条
、
第
八
＋
条
又
は
第
八
十
亡
然
第
一
恵
に
、
「
第
七
十
一
条
の
九
」
を
「
第
七
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
八
十
五
条
と
す
る
。
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第
七
十

τ徐
の
十
郎
第
－
項
中
門
第
七
十
｝
条
の
七
か
ら
第
七
十
一
条
の
九
ま
で
、
第
七
十
一
条
の
十
一
第
一
一
明

兵
ひ
第
七
十
一
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
七
条
か
ら
第
七
十
九
一
条
ま
で
、
第
八
十
｝
条
濡
一
項
及
び
第
八
十

二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
問
品
目
第
二
項
中
『
第
七
十
一
条
の
十
｝
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
第

八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
四
条
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
十
三
中
「
第
七
十
日
条
の
十
一
第
一
項
』
を
「
第
八
十
一
条
第
一
一
患
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十

三
条
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
十
二
を
第
八
十
二
条
と
し
、
第
七
十
一
条
の
十
一
を
第
八
十
一
条
と
し
、
第
七
十
一
条
の
十
を
第

八
十
条
と
し
、
第
七
十

τ粂
の
九
を
第
七
十
九
条
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
八
中
「
第
七
十
｝
条
の
十
一
第
一
項
』
を
〔
第
八
十
一
条
第
一
項
」
に
、
『
第
七
十
五
条
の
ニ
」
を

「
第
九
十
一
条
』
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
八
条
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
七
を
第
七
十
七
条
と
す
る
。

第
八
黛
を
塑
九
寧
と
す
る
．

第
七
掌
中
第
七
十
一
条
の
六
を
第
七
十
六
条
と
し
、
第
七
十
｝
条
の
去
を
第
七
十
五
条
と
し
、
第
七
十
一
条
の
四

を
第
七
十
四
条
と
し
、
第
七
十
一
条
の
三
を
第
七
十
三
条
と
し
、
第
七
十
－
条
の
ニ
を
第
七
十
二
条
と
す
る
。

第
七
傘
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
そ
加
え
る
・

第
七
猿
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人

第
一
節
認
定

第
七
十
条
次
に
掲
げ
る
法
人
市
営
利
を
領
的
と
す
る
法
人
を
除
く
。
以
下
と
の
窓
に
お
い
て
「
参
加
法
人
｝
と
い

ぅ
。
）
及
び
地
域
に
お
い
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
た
め
に
必
婆
な
者
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
を
社
員
と
し
、
か
っ
、
病
院
、
診
療
所
又
は
介
被
老
人
保
健
施
設
円
以
下
と
の
意
に
お
い
て
「
病

続
等
」
と
い
う
J
に
係
る
幾
務
の
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
方
針
（
以
下
と
の
爺
に
お
い
て
「
医
療
連
携
推
進
方

針
｝
と
い
う
J
を
定
め
‘
医
療
連
携
捻
進
業
務
を
行
う
と
と
を
周
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
定
款
に
お
い
て

定
め
る
当
該
連
携
を
推
進
す
る
広
域
〈
以
下
「
隠
療
巡
揺
推
進
区
域
」
と
い
う
J
の
属
す
る
都
道
府
県
〔
当
該
医

療
連
携
強
進
区
域
が
ニ
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
場
A
間
に
あ
っ
て
は
、
と
れ
ら
の
都
道
府
県
の
い
ず
れ
か
一
の

都
道
府
患
の
知
事
の
飽
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

－
医
療
連
携
推
進
区
減
に
お
い
て
、
病
院
等
を
開
設
す
る
法
人

二
回
陣
機
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
、
介
護
事
業
（
身
体
上
又
は
精
神
上
の
陣
容
が
あ
る
と
と
に
よ
り
日
常
生
活

を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
に
対
し
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
、
看
緩
及
び
療
養
上
の

管
理
そ
の
他
の
そ
の
者
の
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
安
営
む
ζ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
又
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
告
提
供
す
る
事
業
を
い
う
J
そ
の
他
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域

に
お
吋
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
招
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
七
十
条
の
七
に
お
い
て
河
じ
J
の
構
築
に
資
す
る
事
業
（
以
下
ζ
の
傘
に
お
い
て
「
介

護
事
業
等
」
と
い
う
J
に
係
る
施
設
又
は
事
業
所
を
開
設
し
、
又
は
管
理
す
る
法
人

2

前
墳
の
医
療
述
携
推
進
業
務
は
、
病
院
等
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
療
連
携
推
進
方
針
に
沿
っ
た
連
携
の
推

進
を
図
る
と
と
を
図
的
と
し
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
い
う
。

一
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修

ニ
病
院
等
に
係
る
幾
務
に
必
要
以
医
薬
品
、
医
療
機
器
そ
の
他
の
物
資
の
供
給

三
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
渉
加
法
人
が
病
院
等
に
係
る
業
務
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
を
閥
達
す
る
た
め
の

支
設
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

第
七
十
条
の
ニ
前
条
第
一
項
の
認
定
（
単
「
ζ
の
寧
に
お
い
て
「
医
療
逮
面
倒
推
進
認
邑
と
い
う
J
を
受
け
よ
う

と
す
る
｝
般
社
団
法
人
は
、
政
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
医
療
連
携
推
滋
方
針
を
寧
え
て
、
都
道
府
県
知
事

に
申
時
間
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2

医
療
逮
携
推
進
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－
医
療
逮
携
強
滋
区
域

二
渉
加
法
人
が
医
療
速
携
推
進
区
域
に
お
い
て
開
設
す
る
病
院
等
〔
第
四
項
及
び
第
七
十
条
の
十
－
に
お
い
て

「
参
加
病
院
等
」
と
い
う
．
）
相
玄
関
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
に
関
す
る
事
項

＝
一
前
号
に
椅
け
る
事
項
の
目
標
に
関
す
る
事
項

四
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

3

医
療
連
携
推
進
区
成
は
、
当
該
医
療
連
携
推
進
区
帥
棋
の
腐
す
る
都
道
府
県
の
医
療
計
閣
に
お
い
て
定
め
る
檎
翻

区
械
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

4

医
療
連
麗
推
進
方
針
に
は
、
第
二
羽
各
号
に
掲
げ
る
事
演
の
ほ
か
、
参
加
一
病
院
等
及
び
参
加
介
護
施
設
肱
布
市
参

加
法
人
が
医
療
迷
携
推
進
区
域
に
お
い
て
開
設
し
、
又
は
管
恕
す
る
介
時
限
事
業
等
に
係
る
施
設
又
は
事
幾
所
を
い

う
。
第
七
十
条
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
J
相
互
聞
の
幾
務
の
述
携
に
関
す
る
事
項
を
記
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

医
療
連
機
推
進
認
定
の
申
摘
に
係
る
医
療
連
携
強
進
区
域
が
一
一
以
上
の
聾
泊
府
県
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
医

療
遮
擁
拙
進
区
域
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
の
協
織
に
よ
り
、
医
療
連
携
継
巡
認
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う
べ

き
聾
議
府
県
知
事
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
a

と
の
場
合
に
お
い
て
、
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
舗
を
受
け
た

都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
連
携
推
進
認
定
の
・
閑
曲
聞
を
し
た
］
般
一
団
法
人
に
対
し
、
医
療
法
携
推
進
認
定
に
関
す

る
事
務
を
行
う
都
道
府
県
知
事
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
・

第
七
十
条
の
三
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
摘
を
し
た
一
般
社
間
法
人
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出
国
核
一
般
社
団
法
人
に
つ
い
て
医
療
連
携
推
進
認
定
を
す
る
と
と
が
で
き
る
。

一
医
療
連
携
推
進
業
務
円
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
逮
携
強
進
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
傘
に
お
い

て
同
じ
J
を
行
う
ζ
と
を
主
た
る
図
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

】
一
医
療
連
携
推
進
業
務
を
行
う
の
に
必
要
な
経
理
的
援
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
。

三
医
療
連
携
推
進
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
｝
般
社
団
法
人
の
社
員
、
理
事
、
監
事
、
職
員
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
関
係
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
。

問
医
療
連
携
推
進
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
医
療
連
携
推
進
掛
常
務
以
外
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
医
療
連
携
推
進
業
務
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
。

五
医
療
逮
携
推
進
方
針
が
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
。

六
医
療
速
携
強
進
区
域
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
・

七
社
員
は
、
多
加
法
人
及
び
医
療
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
た

め
に
必
要
な
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
ζ
と。

八
病
帥
師
等
を
開
設
す
る
参
加
法
入
の
数
が
ニ
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
参
加
法
人
の
構
成
が
第

七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
〔
次
号
及
び
第
十
号
イ
に
お
い
て
「
医
療
一
連
掠
推
進
目
的
」
と
い
う
J
に
照

ら
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
と
e

九
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
医
療
述
携
推
進
目
的
に
照
ら
し
、
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
す
る
条
件

そ
の
他
の
不
当
な
条
件
を
付
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
ζ
と・

十
社
員
は
、
各
一
個
の
議
決
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
ζ
と
。
た
だ
し
、
社
員
総
会
に
お
い
て
行
使
で
き
る
議

決
械
の
数
、
議
決
権
安
行
使
す
る
と
と
が
明
、
き
る
事
項
、
銭
決
権
の
行
使
の
条
件
そ
の
他
の
社
員
の
議
決
椴
に

関
す
る
定
款
の
定
め
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
櫛
合
は
パ
と
の
限
り
で
な
い
，

イ
社
員
の
議
決
権
に
関
し
て
、
医
療
逃
携
推
進
目
的
に
照
ら
し
、
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
な
い
も
の

で
あ
る
と
と
・

ロ
社
員
の
総
決
権
に
関
し
て
、
社
員
が
当
該
｝
般
社
団
法
人
に
対
し
て
提
供
し
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
制

緩
に
応
じ
て
異
な
る
取
扱
い
を
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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十
一
参
加
法
人
の
有
す
る
議
決
権
の
合
計
が
総
社
員
の
議
決
械
の
過
半
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
・

十
二
常
利
を
目
的
と
す
る
回
体
又
は
そ
の
役
員
と
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
社
員
総
会

の
決
議
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
オ
お
そ
れ
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
社
員
滋
ぴ
に
理

事
及
び
監
事
〈
次
号
に
お
い
て
「
役
員
」
と
い
う
J
と
し
な
い
岡
田
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
。

十
三
役
員
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
役
員
と
し
て
、
辺
事
三
人
以
上
及
び
墜
事
一
人
以
上
を
置
く
も
の
で
・
あ
る
こ
と
。

ロ
役
員
の
う
ち
に
は
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
役
員
、
そ
の
配
偶
一
及
び
三
親
等
以
内
の
親
旋
そ
の
他
各

役
員
と
厚
生
労
働
省
一
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
役
員
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
含
ま
れ
る

ζ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
乙
と
・

ハ
迎
撃
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
、
診
療
に
関
す
る
学
識
級
験
者
の
団
体
の
代
表
者
そ
の
他
の
疫
療
連
携

推
進
業
務
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
も
の
で
あ
る

V

』
ル
、

十
四
代
表
海
事
を
一
人
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
・

！
？
笠
理
事
会
を
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
。

十
六
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
脅
議
会
（
第
七
十
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
地
域
医
療
連
携
推
進
評
議

会
」
と
い
う
。
〉
を
置
く
同
国
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
，

イ
医
療
又
は
介
穫
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
者
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
間
体
そ
の
他
の
関
係
間
体
、

学
職
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
も
っ
て
檎
盛
9
る
も
の
で
あ
る
と
と
・

ロ
当
該
－
般
一
社
団
法
人
が
次
号
の
意
見
を
述
べ
る
に
当
た
り
、
当
該
一
般
社
開
法
人
に
対
し
、
必
要
な
意
見

を
述
べ
る
乙
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
a

ハ
前
条
第
二
項
第
三
号
の
目
標
に
照
ら
し
、
当
該
一
般
社
図
法
人
の
業
務
の
実
施
の
状
担
払
つ
い
て
評
一
仰
を

行
い
、
必
妥
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
員
総
会
及
び
湿
事
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
乙
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
と
と
。

十
七
参
加
法
人
が
次
に
掲
げ
る
事
現
そ
の
他
の
重
要
な
事
演
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
一
般
社
団
法
人
に
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

と。イ
予
算
の
決
定
又
は
変
更

ロ
借
入
金
〈
当
該
会
計
銃
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
還
す
る
一
時
の
借
入
金
を
除
く
J
の
借
入
れ

ハ
重
要
な
資
産
の
処
分

ニ
家
業
計
闘
の
決
定
又
は
変
克

ホ
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
箆

ヘ
合
併
又
は
分
割

ト
目
的
た
る
事
業
の
成
功
の
不
能
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
自
に
よ
る
解
散

十
八
第
七
十
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
二
演
の
規
定
に
よ
る
医
療
速
機
推
進
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
条
の
二
十
二
に
お
い
て
鋭
み
替
え
て
準
用
す
る
公
議
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
平
控
t
八
年
法
律
第
岡
十
九
号
〕
璽
ニ
十
条
第
二
演
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推

進
目
的
取
得
財
産
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
の
財
複
を
当
該
医
療
一
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し

の
処
分
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
医
療
法
人
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
者
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
｛
次
号
に
お
い
て
国
一
等
」
と
い
う
J
に
醐
附
与
す
る
岡
田
悲
定
款
で
定
め

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
。
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十
九
消
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
残
余
財
産
を
国
等
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
ζ

と。
二
十
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
述
携
推
進
業
務
を
適
切
に
行
手
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
設
当
す
る
も
の
で
あ
る
ζ
と。

2

都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
連
携
推
進
協
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
医
療
計
闘
に
お
い
て
定

め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
昼
に
間
噂
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
翌
泡
府
県
医
療
審
機
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
周
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
｝
般
社
聞
法
人
は
、
医
療
連
携
推
進
認
定
を
受
け
る
と
と
が
で
き
な

一
そ
の
理
事
及
び
監
事
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

イ
地
伸
明
医
療
強
襲
推
進
法
人
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
迷
携
推
進
法
人
を
い
う
。
）
が
第
七
十
条

の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
隠
曲
関
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
岨
窓
口
に
お
い
て
、
そ

の
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
日
以
前
二
守
内
に
当
該
一
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
業
務
を
行

う
理
事
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ロ
と
の
法
律
そ
の
他
保
鎗
医
療
又
は
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
と
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
近
年
を
総
出
版
し
な
い
者

ハ
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
と
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
近
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
｛
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
〉
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
円
以
下
と
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
閲
且
と
い
う
J
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
近
年
を
経
過
し
な
い
者

am三
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
』
と
い
う
。
〕

一
一
し
日

U
U仁
日
ト
一
戸
げ
は
こ
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
襲
警
一
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
講
一

三
暴
力
閏
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
砲
す
る
も
の

第
七
十
条
の
亙
医
療
述
携
推
進
認
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
（
以
下
門
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
J

は
、
そ
の
名
称
中
に
地
続
医
療
連
携
推
進
法
人
と
い
う
文
申
？
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
中
の
－
般
社
団
法
人
の
文
字
を
地
域
医
療
述
携
推
進
法
人
と
変
更
す

る
定
款
の
変
吏
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

3

前
績
の
規
定
に
よ
る
名
称
の
変
更
の
塗
認
の
申
請
蓄
に
は
、
医
療
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
と
と
を
録
す
る
審

問
を
添
官
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
世
間
号
中
に
、
地
域
医
療
速
携
推
進
法
人
で
あ
る
と
誤

認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

5

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
は
、
不
正
の
毘
的
を
も
っ
て
、
他
の
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
名
称
又
は
商
号
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
P

第
七
十
条
の
穴
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
逮
捕
明
推
進
認
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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館
ニ
卸
業
務
等

第
七
十
条
の
七
地
域
医
療
速
携
推
進
法
人
は
べ
自
主
的
に
そ
の
運
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
医
療

連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
調
隊
等
を
開
設
し
、
又
は
介
種
事
業
等
に
係
る
施
絞
殺
し
く
は
事
業
所
を
開
設
し
、
若

し
く
は
管
避
す
る
参
加
法
人
の
業
務
の
迷
携
の
捻
進
及
び
そ
の
運
営
の
透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
地
域
医
療
構
想

の
達
成
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
資
す
る
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
七
十
条
の
八
地
域
医
療
述
携
推
進
法
人
は
、
医
療
述
線
接
進
方
針
に
お
い
て
、
第
七
十
条
の
こ
第
四
項
に
規
定

す
る
事
演
を
記
載
し
た
場
合
に
限
り
、
多
加
法
人
が
開
設
す
る
病
院
等
及
び
参
加
法
人
が
開
設
し
、
又
は
管
理
す

る
介
践
事
業
等
に
係
る
施
設
又
は
事
業
所
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
医
療
連
携
橋
治
方
針
に
沿
っ
た
連
携
の
推
進

を
図
る
と
と
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
袈
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
出
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
出
資
を
受
け
る
事
業
者
が
医
療
述
携
推
進
区
域
に
お
け
る
医
療
連
携
推
進
業
務
と
関
連
す
る
事
業
安
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
a

ニ
出
資
に
係
る
収
誌
を
医
療
連
携
維
送
業
務
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
と
と
。

三
そ
の
他
医
療
連
携
推
進
業
務
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
沿
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
・

3

地
域
医
療
逮
務
推
進
法
人
が
、
病
院
等
を
開
設
円
抽
出
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
還
者
と
し
て
管
つ
公
の
施
設
で
あ
る
病
院
等
の
管
理
を
合
さ
し
、
又
は
介
護
事
業
等
に
係
る
施
襲
相
し
く

は
事
業
所
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
開
設
し
、
若
し
く
は
管
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
医
療
連
携
推
進
業
務
の
実
施
に
支
障
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
医
療
逮
携
推
進
認
定
を
し
た
一
都
道
府
県

知
事
（
以
下
と
の
寧
に
お
い
て
『
認
定
都
道
府
県
知
事
』
と
い
う
J
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

地
域
医
療
迷
携
捻
準
法
人
は
、
前
項
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
病
院
の
開
設
の
静
可
の
・
用
務
、
社
会
椅
枇
法

第
六
十
二
条
第
二
項
の
許
可
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
設
援
に
係
る
も
の
に
限
る
J
の
申
時
間
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
申
穏
を
す
る
と
と
が
で
き
な
い
・

5

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
療
の
確
認
を
し
、
又
は
確
認
を
し
な
い
処
分
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
都
道
府
県
医
療
審
臨
閉
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
a

第
七
十
条
の
九
公
益
社
団
法
人
弐
ひ
公
一
捻
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
規
定
は
、
地
域
医
療

連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
車
用
ず
る
。

ζ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
公
益
目
的
事
業
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
医

療
連
機
推
進
目
的
事
業
財
産
と
、
「
公
議
目
的
事
業
主
と
あ
る
の
は
濯
療
法
踊
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

五
号
）
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
業
務
（
以
下
と
の
条
に
お
い
て
『
医
療
連
携
推
進
業
務
」

と
い
う
J
を
」
と
、
寸
内
阪
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
、
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
公
益
認
崖
と

あ
る
の
は
『
医
療
法
第
七
十
条
の
一
一
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
認
定
〔
以
下
と
の
条
に
お
い
て
「
医
療

述
擬
推
進
認
定
』
と
い
う
。
ご
と
、
「
公
益
目
的
事
業
一
と
あ
る
の
は
「
医
療
連
携
也
市
巡
業
務
」
と
、
同
条
第
二
号

及
ひ
第
三
号
中
「
公
益
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
連
携
推
進
認
定
」
と
、
「
公
益
目
的
事
業
」
と
あ
る
の
は
『
医

療
述
携
推
進
業
務
」
と
、
同
条
第
四
等
中
「
公
益
認
定
と
あ
る
の
は
「
医
療
速
機
推
進
路
定
と
、
「
収
益
事
業

笠
と
あ
る
の
は
「
医
療
連
携
捻
逃
業
務
以
外
の
業
務
」
と
、
「
内
閣
府
主
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
主
と
、

同
条
第
七
号
中
「
公
益
認
崖
と
あ
る
の
は
「
医
療
連
携
推
進
認
荏
と
、
「
内
閣
情
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労

働
省
令
」
と
、
「
公
益
目
的
事
幾
－
と
あ
る
の
は
「
医
療
連
携
推
進
業
務
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
公
益
白
的
事
業
－

と
あ
る
の
は
「
医
療
遜
癖
推
進
業
務
」
と
、
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
主
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
七
十
条
の
十
第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
ζ
の
場
合
に
お
い
て
‘

同
条
第
二
項
中
「
医
療
法
人
の
開
設
す
る
医
療
機
関
の
規
模
等
」
と
あ
る
の
は
．
『
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
行
う
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
業
務
」
と
読
み
替
え
る
も

の

と

す

る

，

，
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第
七
十
条
の
十
一
参
加
法
人
は
、
そ
の
開
設
す
る
参
加
病
院
等
及
び
参
加
介
態
施
設
等
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、

医
療
逮
携
推
進
方
針
に
沿
っ
た
連
携
の
捻
進
が
図
ら
れ
る
ζ
と
を
示
す
た
め
の
標
章
を
当
一
時
限
参
加
病
院
等
及
び
参

加
介
護
施
設
等
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
品
開
の
十
ニ
第
四
十
六
条
の
笠
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
理
事
に
つ
い
て
滋
・
周

し
・
第
四
十
六
条
の
五
第
九
項
鴨
川
ひ
第
間
十
六
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
監

事
に
つ
い
て
懲
期
す
る
。

2

地
域
医
療
逮
携
推
進
法
人
の
監
事
に
関
す
る
一
般
社
関
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
砲
事
〈
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
理
事
会
こ
と
あ
る
の
は
、

『
認
定
都
道
府
県
知
事
〈
医
療
法
信
和
三
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
認

定
一
都
道
府
県
知
事
を
い
う
J
、
社
員
総
会
又
は
理
事
会
」
と
す
る
．

第
七
十
条
の
十
三
地
域
隠
療
被
講
推
進
法
人
は
、
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
寸
六
号
ハ
の
評
価
の
結
果
を
公
一
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
は
、
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
十
六
号
ハ
の
地
域
医
療
連
携
捻
進
評
縫
会
の
意
見
を

尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条
の
十
四
前
一
章
第
四
節

am忍
十
条
、
第
五
十
条
の
工
、
第
五
十
で
粂
の
ニ
第
五
項
及
び
第
去
十
一
条
の

四
第
一
一
樹
を
除
〈
J
の
規
定
は
‘
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
よ
」
の
場
合
に
お
い
て
、

第
笈
十
一
条
第
一
項
中
関
す
る
撃
ロ
置
と
あ
る
の
は
属
す
る
報
告
替
、
第
七
十
条
第
二
項
第
三
号
の
支
媛

及
ぴ
第
七
十
条
の
八
第
二
項
の
出
資
の
状
況
に
関
す
る
報
品
開
番
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
医
療
法
人
〔
そ
の
事
楽

活
動
の
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
ご
と
み
り
、

河
条
第
五
項
中
「
第
二
項
の
医
療
法
人
一
と
あ
り
、
及
び
第
五
十
一
条
の
三
中
『
医
療
法
人
（
そ
の
事
業
活
動
の

規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
ご
と
あ
る
の
は
「
地

域
医
療
連
携
機
進
法
人
」
と
、
伺
条
中
「
前
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
徴
用
す
る
場
合
を

含
む
J
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
」
と
、
第
五
十
一
条
の
四
第
二
項
中
「
社
会
医
療
法
人
及
び
第
五
十
一
条

第
二
項
の
医
療
法
人
（
社
会
医
療
法
人
を
除
く
。
ご
と
あ
る
の
は
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
、
「
魯
類
〈
第

・
二
号
に
掲
げ
る
香
類
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
一
条
第
二
演
の
医
療
法
人
に
閉
山
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
番
類
－
と
、

同
項
第
－
号
中
「
前
項
各
母
に
掲
げ
る
喬
煩
｝
と
あ
る
の
は
「
事
業
報
告
番
組
守
、
第
四
十
六
条
の
八
第
三
号
の
監

査
報
告
書
及
び
定
款
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
監
事
の
監
査
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
円
第
四
十
六
条
の
八
第
三
号

の
敏
査
報
告
書
」
と
、
困
問
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
ニ
摂
』
と
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
ご
場

中
「
監
事
の
監
査
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
八
第
三
号
の
監
査
報
告
審
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第

五
十
一
条
第
二
項
の
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、
公
認
会
計
士
舘
芝
と
あ
る
の
は
「
一
公
認
会
計
士
等
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
．

第
七
十
条
の
十
五
前
車
第
七
節
｛
第
五
十
五
条
第
一
羽
市
償
問
殴
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
絞
る
J
及
び
第
一
ニ

環
安
除
く
J
の
規
定
は
、
地
域
医
療
速
機
推
進
法
人
の
解
散
及
び
消
算
に
つ
い
て
一
準
用
す
る
・
乙
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
認
定
都
道
府
県
知
事
（
第
七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定

す
る
認
定
都
道
府
県
知
事
を
い
う
・
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
ご
と
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
吋
都
道

府
県
知
聖
と
あ
る
の
は
認
定
都
滋
府
県
知
萱
と
、
同
項
中
「
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
三
項
第
｝
目
立
と

あ
る
の
は
「
又
は
第
五
号
」
と
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
一
一
一
中
「
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
｝

と
あ
る
の
は
「
破
産
手
続
開
始
」
と
、
・
第
五
十
六
条
の
六
及
び
第
五
十
六
条
の
十
一
中
「
輩
泊
府
県
知
事
」
と
あ

る
の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
主
と
、
第
五
十
六
条
の
十
二
第
一
項
中
清
算
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
（
第
七
十

条
の
十
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
と
の
節
（
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
悶
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分

に
限
る
J
及
び
第
一
二
項
を
除
く
J
の
規
定
に
よ
る
解
散
及
び
清
算
に
係
る
部
分
に
限
る
。
ど
と
、
伺
条
第
三
項
及

ぴ
第
四
項
中
吋
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
十
条
の
十
六
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
般
稔
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
五
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
｛
第
六
号
に
係
る
部
分
（
同
法
第
百
四
十
八
条
第
三
号
の
栓
員
総
会
に
係

る
部
分
に
限
る
J
に
限
る
J
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
章
の
姐
刷
定
は
、
適
用
し
な
い
。

鱗
三
節
監
督

第
七
十
条
の
十
七
一
般
社
団
法
人
及
び
日
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
頃
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並

ぴ
に
第
七
十
条
の
三
第
】
項
筆
ハ
号
、
第
七
号
、
策
士
一
号
及
び
第
ナ
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
規
定
す
る
定

款
の
定
め
の
ほ
か
、
地
機
医
療
速
機
抱
進
法
人
は
、
そ
の
定
款
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．

一
資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
規
定

ニ
役
員
に
隠
す
る
規
定

三
種
事
会
に
関
す
る
規
定

四
解
散
に
関
す
る
規
定

五
定
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定

六
開
設
し
て
い
る
病
院
等
（
指
定
管
理
可
者
と
し
て
管
理
す
る
病
院
等
を
含
む
J
又
は
開
設
し
、
若
し
く
は
管
理

し
て
い
る
介
護
事
業
等
に
係
る
施
一
設
若
し
く
は
事
業
所
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地

鎗
七
十
乱
用
の
十
八
第
五
十
四
条
の
九
｛
第
一
環
及
び
第
二
項
を
徐
〈
。
）
の
規
定
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の

定
款
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
と
の
場
合
に
お
い
て
、
問
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認

定
都
道
府
県
知
事
（
第
七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
既
定
都
道
府
県
知
事
を
い
う
・
次
項
及
び
第
五
項
に
お

い
て
悶
じ
J
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
第
四
十
五

条
第
一
現
に
規
定
す
る
事
項
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
に
係
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
（
第
七
十
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
を
い
う
J
の
資
産
が
第
七
十
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
四
十
て
糸
の
袈
件
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
変
更
後
の
定
款
の
内
容
が
法
令
の
規
定
に
造
反
し

て
い
な
い
か
ど
う
か
並
び
に
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
『
認
定
都
道
府
県
知
事
」

と
読
み
殺
え
る
も
の
と
す
る
・

2

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
お
い
て
続
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
認
可
（
前
条
第

六
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
震
袈
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
．
以
下
と
の
演
に
お

い
て
同
じ
J
を
し
、
又
は
認
可
を
し
な
い
処
分
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会

の
設
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筋
七
十
条
の
十
九
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
は
、
認
定
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力

を
生
じ
な
い
叶

2

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
惚
可
を
し
、
又
は
認
可
を
し
な
い
処
分
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
都
道
府
県
医
療
容
儀
会
の
窓
見
を
聡
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
二
十
第
六
条
の
八
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
四
条
の
規
定
は
、
地

域
医
療
連
携
強
進
法
人
に
つ
い
て
単
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
の
八
第
三
項
及
ぴ
第
四
演
中
門
第

二
唄
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
の
一
干
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
週
と
、
第
六
十

三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
事
（
第
七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す

る
認
定
都
道
府
県
知
事
を
り
つ
。
以
下
こ
の
現
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
J
は
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
担
と
あ

る
の
は
「
認
定
一
都
道
府
県
知
事
の
」
と
、
第
六
十
限
条
中
『
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
［
認
定
一
都
道
府
県
知

事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（号外第220号）報官月曜日平成27年9月28日

第
七
十
条
の
二
十
一
認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
医
療
速
耳
慣
推
進
法
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
’
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
医
療
速
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
七
十
条
の
四
第
一
号
又
は
第
立
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

ニ
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
医
療
抽
出
携
推
進
路
定
を
受
け
た
と
を
・

2

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
‘
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
餓
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
‘
そ
の
医
療
逮
携
推
進
認
定
を
取
り
消
す
と
と
が
で
き
る
・

一
第
七
十
余
の
三
第
－
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
か
ら
医
療
速
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
申
摘
が
あ
っ
た
と
き
。

三
と
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
と
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

3

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
抽
出
携
捻
進
認
定
を
取
り
消
す
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
都
道
府
県
医
療
務
餓
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

4

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
一
頃
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
述
機
捻
滋
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

第
一
一
棟
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
地
域
医
療
速
掘
推
進
法
一

人
は
、
そ
の
名
称
申
・
の
地
続
医
療
連
携
抱
進
法
人
と
い
う
文
字
を
一
般
社
罰
法
人
と
変
更
す
る
定
款
の
変
更
を
し
一

た

も

の

と

み

な

す

。

一

6

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
羽
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
一

．
遅
滞
な
く
、
当
該
地
域
医
療
出
問
機
推
進
法
人
の
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
一

所
に
当
該
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
名
称
の
変
更
の
登
記
を
嘱
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
一

7

前
演
の
規
定
に
よ
る
名
称
の
変
更
の
猿
記
の
嘱
託
番
に
は
、
当
該
鐙
飽
の
原
因
と
な
る
事
由
に
係
る
処
分
を
行
一

っ
た
乙
と
を
証
す
る
書
面
を
添
伊
νな
け

れ

ば

な

ら

な

い

．

一

第
七
十
条
の
こ
十
二
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
の
規
雇
は
、
認
定
一

都
道
府
県
知
事
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
つ
い
て
一

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
問
法
第
三
十
条
中
「
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
以
と
あ
る
の
は
「
医
療
述
携
一

推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
」
と
、
開
条
第
一
演
中
『
場
合
又
は
公
益
法
人
が
A
ロ
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
（
そ
の
一

権
利
総
務
を
承
継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
甥
T
A
ロ
」
と
、
「
第
五
条
第
十
七
一

号
」
と
あ
る
の
は
「
俸
療
法
〔
昭
和
二
十
三
年
法
館
第
二
百
五
号
）
第
七
十
条
の
一
－
一
第
一
項
第
十
八
号
」
と
、
「
日
一

又
は
当
該
合
併
の
日
か
ら
』
と
あ
る
の
は
「
白
か
ら
」
と
、
「
内
閣
総
理
大
陸
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

図
、
都
道
府
県
知
事
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
監
と
あ
る
の
は
認
定
都
道
府
県
知
事
自
治
第
一

七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
都
道
府
県
知
事
を
い
う
・
第
問
項
に
お
い
て
伺
じ
。
）
の
管
轄
す
る
」
と
、
「
法
一

人
又
は
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
公
益
法
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
」
と
、
「
認
一

定
取
消
法
人
笠
と
あ
る
の
は
「
認
定
取
消
法

A
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
村
公
益
目
的
事
業
財
産
第
↑
一

八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
財
産
に
あ
っ
て
は
、
公
益
聾
此
を
受
け
た
日
前
に
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
ご
と
あ
る
の
一

は
「
医
療
速
機
推
進
目
的
事
業
財
産
（
医
療
法
第
七
十
条
の
九
に
お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
八
条
に
規
一

定
す
る
医
療
連
携
強
巡
回
的
事
業
財
産
を
り
な
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
向
U
J」
と
、
同
市
帰
第
二
号
及
び
一

第
三
号
中
「
に
公
益
目
的
事
業
－
と
あ
る
の
は
「
に
医
療
連
携
扱
進
業
種
と
、
忍
議
関
的
事
業
財
産
と
あ
る
－

の
は
「
医
療
濯
機
捻
進
目
的
事
幾
財
度
』
と
、
同
号
及
び
同
条
第
一
二
項
中
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
出
陣
生
労

働
省
令
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
認
定
取
消
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
｛
認
定
取
消
法
人
」
と
、
「
国
又
は
」
と
あ
る

の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
事
の
管
絡
す
る
」
と
、
伺
条
第
五
項
中
「
第
笠
品
開
第
T
七
号
」
と
あ
る
の
は
〔
医
療
法

第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
十
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



鱗
七
十
条
の
二
十
三
第
六
十
六
条
の
ご
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
地
城
医
療
連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
単
周
一

2

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
医
療
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
は
、
第
二
号
絡

す
る
P

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
六
条
の
ニ
中
「
一
種
ハ
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
四
糸
の
ニ
第
一
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
数
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
し

一
項
、
第
六
十
五
条
般
ぴ
に
前
条
第
二
混
と
あ
る
の
は
［
第
七
十
条
の
二
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
尽
す
る
一
た
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
あ
っ
た
日
）
ま
で
は
、
第
二
号
新
法
第
四
十
悶
条
第
二
項

第
六
十
四
条
第
｝
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
条
の
二
十
一
第
一
項
民
ひ
第
二
塁
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
一
第
七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
a

あ
る
の
は
認
定
都
量
府
県
知
事
｛
第
七
十
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
都
道
府
県
知
事
去
り
つ
。
第
六
十
一
公
品
に
関
す
る
経
遇
措
置
）

七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
J
」
と
、
第
六
十
七
条
第
一
一
明
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
詔
一
第
七
換
社
関
た
る
隠
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
一
新
法
第
六
章
第
八
鮪
第
一
款
の
規
定
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後

定
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
第
四
十
四
条
第
－
項
、
第
五
十
五
条
第
六
演
、
第
五
十
八
条
の
二
第
問
項
｛
第
五
十
九
一
に
合
併
に
つ
い
て
医
療
法
人
の
総
社
員
の
同
意
が
あ
っ
た
相
窓
口
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
A
日
併
に
つ

条
の
こ
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
若
し
く
は
璽
ハ
十
条
の
三
第
四
項
円
第
六
十
一
条
の
三
一
い
て
医
療
法
人
の
総
社
員
の
同
意
が
あ
っ
た
受
ロ
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
〉
」
と
あ
る
の
は
『
医
療
連
携
推
進
認
定
を
し
な
い
処
分
若
し
く
一

2

財
団
た
る
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
新
法
第
六
章
第
八
節
第
一
款
の
規
定
は
、
第
一
一
得
担
行
日
以
後
に
合

は
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
懲
用
ず
る
第
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
沼
宍
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
一
併
に
つ
い
て
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
（
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
め
に

る
の
は
「
第
七
十
条
の
手
に
お
い
て
読
み
替
え
て
糟
汚
す
る
第
六
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
都
一
よ
る
手
続
．
以
下
ζ
の
現
に
お
い
て
同
じ
J
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
合
併
に
つ
い

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

B

一
て
糧
事
の
三
分
の
ニ
以
上
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第

四

節

雑

郎

一

（

事

業

一

報

告

書

等

に

関

す

る

緩

遇

措

憧

〉

第
七
十
一
条
乙
の
章
に
特
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
述
携
推
進
区
域
が
ニ
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
場
合
一
第
八
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
五
十
条
の
一
一
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
と
の
法
律
の

に
お
け
る
際
旋
逮
携
推
進
認
定
及
び
地
域
医
療
述
携
推
進
法
人
の
監
督
そ
の
他
の
医
療
逮
傍
鍛
進
認
定
及
び
地
域
一
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
医
療
法
人
の
会
計
に
つ
い
て
適
用
し
、
と
の
法
律
の
施
行
の
目
前
に

医
療
連
携
捻
進
法
人
の
監
督
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
、
そ
の
他
と
の
載
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
一
関
扮
し
た
会
計
年
度
に
係
る
医
療
法
人
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

項

は

厚

生

労

働

省

令

守

、

そ

れ

ぞ

れ

定

め

る

。

一

〈

嗣

則

の

適

用

に

関

す

る

綬

遇

措

憧

V

附

則

一

第

丸

条

こ

の

法

徐

踊

則

第

一

条

第

二

号

に

掲

げ

る

規

定

に

つ

い

て

は

、

当

該

規

定

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

閃

じ

J

R
一
〔
施
行
期
日
）

9

一
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
と
の
附
郎
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
と
の

4
一
第
一
条
と
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
白
か
ら
施
行
一
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
嗣
郎
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
す
る
・
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
固
か
ら
施
行
す
る
。
一
〈
政
令
へ
の
委
任
）

一

一

附

則

第

ナ

粂

の

規

定

公

布

の

日

一

第

十

条

こ

の

附

則

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

と

の

法

律

の

施

行

に

関

し

必

要

な

経

過

措

置

嗣

則

に

関

す

る

経

過

テ
コ
一
一
一
策
｝
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
一
措
怪
を
含
む
J
は
‘
政
令
で
定
め
る
。

ー
一
則
第
十
七
条
の
規
定
〈
国
家
戦
勝
特
別
区
域
法
門
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
き
第
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
一
〈
検
討
）

一

に

限

る
J

公
布
の
悶
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
一
第
十
一
条
政
府
は
、

ζ
の
法
棒
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
乙
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
治

ヨ

一

〔

役

員

の

選

任

に

関

す

る

経

遇

措

置

）

一

の

施

行

の

状

祝

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

必

袈

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

結

果

に

基

づ

い

て

必

要

な

措

置

を

陪
一
第
二
条
空
会
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
菊
二
議
控
と
い

3
第
四
十
六
条
の
五
第
二
項
及
一
挙
る
も
の
と
す
る
。

月
一
ぴ
第
三
嘆
の
規
定
は
、
前
条
一
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
随
行
の
目
白
下
「
第
二
号
施
行
旦
と
い
う
J
以
後
に
行
一
審
神
保
健
及
ぴ
精
神
障
害
者
一
震
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
｝

一
わ
れ
る
医
療
法
人
の
役
員
の
選
任
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
一
第
十
二
条
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

日

一

（

役

員

の

任

期

に

関

す

る

経

遇

措

置

〉

一

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

児
一
第
三
条
約
則
第
一
条
一
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
原
療
法
人
の
役
員
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
一
第
十
九
条
の
九
第
二
項
中
「
第
七
十
一
条
の
ニ
第
一
軍
を
「
空
u
十
二
条
一
第
一
環
」
に
改
め
る
。

リ

一

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

、

一

（

租

税

特

別

措

鐙

法

の

一

部

改

毘

）

リ

一

凸

理

事

長

の

代

表

格

に

関

す

る

経

過

措

憧

｝

一

第

十

三

条

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

四

一

年

法

徐

第

二

十

六

号

）

の

一

郎

を

次

の

よ

う

に

改

疋

す

る

e

J
J

一
〓
第
四
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
医
療
法
人
の
理
事
長
の
代
表
絡
に
つ
い
て
一
第
七
十
条
の
七
の
五
第
六
項
市
中
門
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
る
・

1
．
一
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
選
出
さ
れ
た
理
事
長
が
就
任
す
る
ま
で
の
問
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
一
｛
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
門
部
改
正
〉

口

一

ハ

損

露

俄

に

関

す

る

経

準

君

…

第

十

四

条

沖

縄

の

復

帰

に

伴

う

特

別

措

置

に

関

す

る

法

律

砲

和

国

十

六

年

法

律

第

百

一

十

九

き

の

一

部

を

次

の

り
一
第
五
条
附
則
第
｝
条
第
一
専
に
掲
げ
る
規
定
の
控
付
の
際
現
に
存
す
る
医
療
法
人
の
評
曾
員
又
は
理
事
務
し
く
は
監
よ
う
に
改
正
す
る
・

内
一
事
の
第
一
一
号
施
行
員
の
行
為
に
基
づ
く
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
併
に
よ
る
・
第
百
条
第
六
項
中
「
第
七
十
一
一
条
第
一
塁
を
第
八
十
六
条
第
一
里
に
改
め
、
問
委
七
項
中
「
第
七
十
二

3

一
（
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
に
関
す
る
経
過
措
置
）
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七
十
四
条
」
を
－
矯
八
十
六
条
第
二
羽
及
ぴ
第
二
項
、
第
八
十
七

一
第
六
条
附
則
第
－
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
綴
現
に
存
ず
る
医
療
法
人
は
、
第
二
号
新
法
の
施
行
に
伴
い
、

A
開
設
ぴ
に
第
八
十
九
条
」
に
改
め
、
問
項
の
表
第
七
十
二
条
第
一
一
項
の
項
中
門
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
混
同
八
十

7
一
豪
語
寄
附
行
為
の
変
更
が
必
要
と
な
る
署
長
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
、
第
二
号
新
六
条
第
五
」
に
改
め
、
星
第
七
十
三
条
第
一
君
事
「
第
七
十
一
一
議
一
塁
を
「
第
八
十
七
条
第
五

1
h
法
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
穏
可
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
改
め
、
同
表
第
七
十
四
条
第
一
号
の
項
中
『
第
七
十
四
条
第
二
立
を
「
第
八
十
九
条
第
一
回
互
に
改
め
る
。

（号外第220号）
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8
一
（
組
織
的
な
四
回
押
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

－
一
銭
十
五
条
綴
織
的
な
犯
罪
の
処
聞
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
棒
（
平
原
T
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

一
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
別
表
第
十
九
号
中
「
第
七
十
｝
条
の
七
か
ら
第
七
十
一
条
の
十
ま
さ
を
「
第
七
十
七
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
」

一
に
、
「
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
患
を
「
第
八
十
二
条
第
一
周
」
に
改
め
る
。

一
（
構
造
改
噂
特
別
区
域
訟
の
一
部
改
正
〕

J
一
第
十
六
段
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
周
年
法
律
第
百
八
十
九
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

長
一
第
十
八
条
第
四
項
中
嘉
七
土
ハ
患
を
「
第
九
十
一
一
互
に
改
め
、
毒
事
業
年
度
」
と
、
」
の
下
に
両
項
第
一

企
号
旦
を
、
「
あ
り
、
」
の
下
に
「
喜
」

2
2事
又
は
」
を
軍
事
務
し
く
自
に
、
「
執
行
役
又
芭
を
詔
一

日

一

行

役

若

し

く

は

」

に

改

め

る

。

一

口

一

〈

国

家

戦

時

一

特

別

区

域

法

の

一

部

改

正

）

一

同

一

錆

十

七

条

鴎

家

戦

略

特

別

区

域

法

の

一

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

・

一

割
一
第
十
四
条
第
一
一
境
中
門
第
三
十
条
の
悶
第
十
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
六
項
」
に
改
め
る
，
一

心
一
第
十
四
条
の
ニ
中
「
第
凶
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
替
品
を
「
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
欝
」
に
改
め
一

る。

報

内
閣
総
盟
大
臣
安
倍
晋
三

法
務
大
臣
上
川
陽
子

財
務
大
臣
麻
生
太
断

厚
生
労
働
大
臣
塩
崎
恭
久

官月曜日平成27年9月28日
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別添 2

医療法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成 27年 9月 15日

参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。

一、病床の過剰な削減を防ぎ、医療機能の必要量の適切な推計に基づく地域医療

構想の実現及び地域包括ケアシステムの構築に資するよう、地域医療連携推進

法人の認可及び監督を実施する都道府県に対し、適切な指針の提示、医療政策

人材の育成等の必要な支援を行うこと。

二、地域医療連携推進法人が地域医療に及ぼす影響に鑑み、地域における医療機

関相互間の機能の分担及び業務の連携の推進に当たっては、規模や資本の大小

にかかわらず参加法人の意思が十分に尊重されるとともに、地域住民に必要な

医療が確保されるよう留意すること。

三、地域医療連携推進法人の代表理事については、医師又は歯科医師を選任する

ことを原則とすること。また、医師又は歯科医師以外の者を代表理事とする場

合でも、営利法人等との利害関係、利益相反を厳重にチェックし、医療の非営

利性を損なわないようにすること。

四、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等の監査を受けなければな

らない医療法人の基準を厚生労働省令で定めるに当たっては、医療法人の事務

負担及び費用負担に配慮、しつつ、経営の透明性及び健全性が十分確保されるも

のとすること。また、必要に応じて基準の見直しを図ること。

玉、社会医療法人においては公募による社会医療法人債の発行、地域医療連携推

進法人においては資金の貸付けや出資が可能であることに鑑み、外部監査の対

象となる医療法人においては、内部統制の構築や内部監査体制の構築ができる

よう必要な措置を講ずること。

六、本法の施行後 5年を経過した場合に、本法による改正後の医療法の施行の状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるときは、地域

医療連携推進法人制度が地域医療構想の達成のために有効に機能しているか、

地域の医療提供体制に過不足が生じていないか等について十分検討し、必要な

措置を講ずること。

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



匡療法の一部を改正する法律の概要 ｜ 
趣冨

震療機関相互聞の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、
震療法人について、貸借対黒表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等
の措置を講ずること。

1 地域匡療連携推進法人制度の創設｜

( 1）都道府県知事の認定

。地域において畏質かつ適切な産療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を定め、

震療連指推進業務を行う一般社団法人は、都道府県知事の認定を受けることができる。
＜参加法人（社員）＞
血病院等の毘療機関を開設する箆療法人等の非営利法人。
＊介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を加えることができる。

＜主な認定基準＞
E 地域匿療構想区域を考慮して病院等の業務の連携を推進する区域を定めていること。
園地域の関保者等を構成員とする評議会が、意見を述べることができるものと定めていること。
E 参加法人の予算、事業計画等の重要事項について、地域匿療連携推進法人の意見を少なくとも求めるものと定めてい
ること。
＊都道府県知事の認定は、地域医療構想との整合性に配慮するとともに、都道府県医療審議会の意見を聴いて行う。

(2）実施する業務
。病院等相互聞の機能の分担及び業務の連携の推進（介護事業等も含めた連携を加えることができる。） 0 

0 匿療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務。
＊一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資を可能とする。

(3）歪金盤
。代表理事は都道府県知事の認可を要することとするとともに、剰余金の配当禁止、都道府県知事による監督等の規定に
ついて匿療法人に対する規制を準用。

。都道府県知事は、病院等の機能の分担・業務の連携に必要と認めるときは、地域医療構想の推進に必要である病院聞
の病味の融通を許可することができる。 1 
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2 醸法人制度の毘直し｜

( 1）臣療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項

。事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、 j享生労働省令で定める

会計基準（公益法人会計基準に準拠したものを予定）に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等によ

る監査、公告を実施。

o~療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出。

O 霞療法人に対する、理事の忠実義務、任務慨怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による

役員の選任等に関する所要の規定を整備。

(2）臣療法人の分割等に関する事項

医療法人（社会匡療法人その他厚生労働省令で定めるものを除く。）が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に

関する規定を整備。

(3）社会医療法人の認定等に関する事項

。二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているもの

として厚生労働省令で定める基準に適合するものについては、全ての都道府県知事ではなく、当該病院の所在地の都道

府県知事だけで認定可能。

。社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件に該当するものは、救急匿療等確保事業に保る業

務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能。

3 施行期自等｜

O 公布のEから起算して2年を超えない範圏内において政令で定める田から施行する。ただし、 2(1) （一部）、（2）、（3）に
ついては、公布の昌から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

。政摘は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 2 
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｜参考｜地域医療連携推進法人制度について（概要）

震療機関相互関の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域藍療連
鵠推進法人の認定制度を創設する。これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保。

※一般社団法人のうち医療法上の非堂利性の確保等の基準を満たすものを認定地域匿疲連携推進法人

意晃具申

都
道
府
県
監
療
審
議
会

意
毘
異
申

都
道
府
県
知
事

認
可
冒
監
督

地域産療連携推進評議会
（社員総会はその意見を尊重）

。統一的な匡療連携推進方針（病院等の連携推進の方針）の決定
・O E療連携推進業務等の実施

診療科（病沫）再編（病床特例の適用）、医師等の共開研修、医薬品等の共同購入、資金貸
付（基金造成含む）、関連事業者への出資等
匡師の配置換え、救急患者受入ルールの策定、訪問看護等による在宅生活支援等

O参加法人の統括（予算E事業計画等へ意見を述べる）

※社員は各一個の議決権。ただし、不当に差別的な取扱いをしないこと等を条件に、定款で見lj段の

定めをすることが可能。

社員総会

己今回グループ病院の特長を活かして、地域医療E地域包括ケアを推進
EグJI,;ープ病院の一体的経営により、経営効率を向上

！参画員）） ！参画員）） l~ -r 

医療法人A I I 医療法人B ｜ ｜ 医療法人C I I I 士その他のn I I 

ー＿＿l__ 

i参画（社員） : 
L -----.----- I 

参加法人（非営利法人に限る）
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